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(57)【要約】
【課題】ＣＲカセッテとＦＰＤカセッテとが混在する状
況でも、撮影オーダ情報と、画像データに基づく放射線
画像を的確かつ確実に対応付けることが可能な放射線画
像撮影システムを提供する。
【解決手段】放射線画像撮影システム５０は、ＦＰＤカ
セッテ１Ｆと、ＣＲカセッテ１Ｃと、撮影オーダ情報を
取得するとともに、送信されてきた画像データＤに基づ
いて放射線画像ｐを生成するコンソール５８とを備え、
コンソール５８は、撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、…を撮
影が実施された順番に記憶し、撮影実施結果を放射線発
生装置５７から受信した順番に記憶し、送信されてきた
画像データＤに基づいて生成した各放射線画像ｐが確定
されると、記憶した撮影オーダ情報の順番と撮影実施結
果を受信した順番と確定された各放射線画像ｐとに基づ
いて、撮影実施結果と確定された放射線画像ｐとを撮影
オーダ情報にそれぞれ対応付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　前記撮影オーダ情報を、撮影が実施された順番に記憶するとともに、前記放射線発生装
置から前記撮影実施結果を受信した順番に記憶し、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置からそれぞれ送信されてきた前記各画像デ
ータに基づいて生成した前記各放射線画像が確定されると、記憶した前記撮影オーダ情報
の順番と、前記撮影実施結果を受信した順番と、前記確定された前記各放射線画像とに基
づいて、前記撮影実施結果と前記確定された放射線画像とを、前記撮影オーダ情報にそれ
ぞれ対応付けることを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項２】
　前記コンソールは、記憶した前記撮影オーダ情報の数と、前記撮影実施結果の数と、前
記確定された各放射線画像の数とが一致しない場合には、警告を発することを特徴とする
請求項１に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項３】
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　前記撮影オーダ情報を、撮影が実施された順番に記憶するとともに、前記放射線発生装
置から前記撮影実施結果を受信した順番に記憶し、
　前記ＦＰＤカセッテを用いた撮影が実施された場合には、当該ＦＰＤカセッテを用いて
撮影が実施された前記撮影オーダ情報に、当該ＦＰＤカセッテから送信されてきた前記画
像データに基づいて生成して確定された前記放射線画像を対応付けた時点で、次の撮影の
実施を許容し、
　前記ＣＲカセッテを用いた撮影が実施された場合には、当該ＣＲカセッテを用いて撮影
が実施された前記撮影オーダ情報に前記放射線画像を対応付ける以前に、次の撮影の実施
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を許容するとともに、当該ＣＲカセッテの識別情報とともに前記画像読取装置から送信さ
れてきた前記画像データに基づいて生成して確定された前記放射線画像を、当該ＣＲカセ
ッテを用いて撮影が実施された前記撮影オーダ情報に対応付け、
　記憶した前記撮影オーダ情報の順番と、前記撮影実施結果を受信した順番とに基づいて
、前記放射線画像が対応付けられた前記撮影オーダ情報に、前記撮影実施結果をそれぞれ
対応付けることを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項４】
　前記コンソールは、前記放射線画像が対応付けられた前記撮影オーダ情報の数と、前記
撮影実施結果の数とが一致しない場合には、警告を発することを特徴とする請求項３に記
載の放射線画像撮影システム。
【請求項５】
　前記コンソールは、
　前記ＦＰＤカセッテを用いた撮影が実施された場合には、前記ＦＰＤカセッテで取得さ
れた前記画像データに基づいて作成された間引きデータに基づくプレビュー画像が承認さ
れた時点で、次の撮影の実施を許容し、
　その後、当該ＦＰＤカセッテから送信されてきた前記画像データに基づいて生成して確
定された前記放射線画像を、当該ＦＰＤカセッテを用いて撮影が実施された前記撮影オー
ダ情報に対応付けることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の放射線画像撮影シ
ステム。
【請求項６】
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　撮影が実施されると、実施された前記撮影オーダ情報に前記放射線発生装置から受信し
た前記撮影実施結果を対応付けるとともに、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から、当該実施された撮影に基づく前記画
像データが送信され、送信された前記画像データに基づいて生成した前記放射線画像が確
定され、前記撮影実施結果が対応付けられた前記撮影オーダ情報に前記確定された放射線
画像を対応付けた時点で、次の撮影の実施を許容することを特徴とする放射線画像撮影シ
ステム。
【請求項７】
　前記コンソールは、
　前記ＦＰＤカセッテで取得された前記画像データに基づいて作成された間引きデータに
基づくプレビュー画像、または、前記画像読取装置から送信されてきた前記画像データま
たは前記画像データに基づいて作成した間引きデータに基づくプレビュー画像が承認され
た時点で、次の撮影の実施を許容し、
　その後、当該ＦＰＤカセッテから送信されてきた前記画像データに基づいて生成して確
定された前記放射線画像、または、前記画像読取装置から送信されてきた前記画像データ
に基づいて生成して確定された前記放射線画像を、当該ＦＰＤカセッテまたは当該ＣＲカ
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セッテを用いて撮影が実施された前記撮影オーダ情報に対応付けることを特徴とする請求
項６に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項８】
　前記コンソールは、撮影が実施される前記撮影オーダ情報の前記順番を任意に設定する
ことができるように構成されていることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一
項に記載の放射線画像撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線画像撮影システムに係り、特に、放射線画像撮影装置で撮影した画像
のプレビュー画像を表示可能な放射線画像撮影システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病気診断等を目的として、Ｘ線画像に代表される放射線を用いて撮影された放射線画像
が広く用いられている。こうした医療用の放射線画像は、従来からスクリーンフィルムを
用いて撮影されていたが、放射線画像のデジタル化を図るために輝尽性蛍光体プレート（
輝尽性蛍光体シートともいう。）を用いたＣＲ（Computed Radiography）装置が開発され
、最近では、照射された放射線を放射線検出素子で検出してデジタル画像データとして取
得する放射線画像撮影装置が開発されている。
【０００３】
　このタイプの放射線画像撮影装置はＦＰＤ（Flat Panel Detector）として知られてお
り、上記のＣＲ装置よりも画像データ表示を素早く行えるので、早期診断に貢献可能とな
っている。従来は、支持台等と一体的に形成された、いわゆる専用機として開発された（
例えば特許文献１、２参照）。また、近年、放射線検出素子等をハウジングに収納して可
搬とした可搬型の放射線画像撮影装置が開発され、実用化されている（例えば特許文献３
、４参照）。また、このような可搬型の放射線画像撮影装置では、バッテリを内蔵し、信
号やデータ等の送受信をアンテナ装置を介した電波のやりとりで行う放射線画像撮影装置
が開発されている（例えば特許文献５等参照）。
【０００４】
　放射線画像撮影装置としては、照射されたＸ線等の放射線の線量に応じて検出素子で電
荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる直接型の放射線画像撮影装置や、照射された
放射線をシンチレータ等で可視光等の他の波長の電磁波に変換した後、変換され照射され
た電磁波のエネルギに応じてフォトダイオード等の光電変換素子で電荷を発生させて電気
信号に変換するいわゆる間接型の放射線画像撮影装置が知られている。なお、本発明では
、直接型の放射線画像撮影装置における検出素子や、間接型の放射線画像撮影装置におけ
る光電変換素子を、あわせて放射線検出素子という。
【０００５】
　なお、本発明では、可搬型の放射線画像撮影装置をＦＰＤカセッテといい、また、輝尽
性蛍光体プレートが内蔵されたＣＲ装置用のカセッテをＣＲカセッテというものとする。
【０００６】
　ところで、現在、病院や医院等に設置されている撮影装置としては、ＣＲ装置が主流で
あり、ＣＲカセッテをブッキー装置のカセッテ保持部（カセッテホルダともいう。）に装
填し、被写体である患者の身体の部位にＣＲカセッテがくるようにカセッテ保持部の位置
や高さ等を調整したうえで、放射線源から放射線が照射されて放射線画像撮影が行われる
。
【０００７】
　また、今後、病院や医院等にＦＰＤカセッテが導入されることが予想されており、今後
しばらくの間、病院等の撮影室内に、ＣＲカセッテとＦＰＤカセッテとが混在する状態に
なることが予想されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３８９０１６３号公報
【特許文献２】特開平９－７３１４４号公報
【特許文献３】特開２００６－０５８１２４号公報
【特許文献４】特開平６－３４２０９９号公報
【特許文献５】特開平７－１４０２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、ＦＰＤカセッテは、上記のようにアンテナ装置を介した無線方式等でコンソ
ールに画像データを送信することができるため、撮影後、即座にコンソールに画像データ
を送信して、コンソール上に画像データに基づく画像を表示させたり、コンソールで画像
データ等に対する画像処理を行って最終的な放射線画像を生成することができる。
【００１０】
　一方、ＣＲカセッテでは、照射された放射線のエネルギが輝尽性蛍光体プレートに蓄積
されるが、ＣＲカセッテを画像読取装置に挿入して輝尽性蛍光体プレートに蓄積された放
射線のエネルギを画像データとして読み取ったうえでなければ、コンソールに画像データ
を送信することができない。
【００１１】
　すなわち、ＦＰＤカセッテでは、撮影が行われた撮影室からＦＰＤカセッテからの画像
データの送信を行えるが、ＣＲカセッテでは、撮影後、放射線技師等の撮影者がＣＲカセ
ッテを撮影室から持ち出して撮影室外の画像読取装置の所に持参し、画像読取装置でＣＲ
カセッテから輝尽性蛍光体プレートを取り出して画像データを読み取って初めて画像読取
装置からコンソールへの画像データの送信が行われる。
【００１２】
　また、ＦＰＤカセッテを用いた撮影とＣＲカセッテを用いた撮影とが混在する状態で撮
影が連続して行われる場合、撮影者は、ＣＲカセッテを用いた撮影が行われるたびに撮影
室を出て画像読取装置でＣＲカセッテから画像データを読み取らせるように行動するとは
限らず、ＣＲカセッテを用いた撮影が行われると、撮影に用いたＣＲカセッテを、一旦、
撮影室の放射線が当たらない場所や前室（操作室ともいう。）に置いておき、一連の撮影
が終了したり、適当なタイミングで各ＣＲカセッテをまとめて画像読取装置の所に持参し
て画像データの読み取り処理を行わせるように行動する可能性もある。
【００１３】
　コンソールでは、通常、一連の撮影が行われる前に、当該各撮影に関する撮影オーダ情
報が取得、選択されるとともに、撮影後には、撮影オーダ情報に、当該撮影オーダ情報に
基づいて行われた撮影で得られた画像データおよび撮影実施結果（すなわち当該画像デー
タを得るために用いられた照射線量等に関する情報）を対応付けて保存する処理が行われ
る。
【００１４】
　しかし、上記のように、ＦＰＤカセッテとＣＲカセッテとで画像データがコンソールに
送信されてくるタイミング、および、放射線照射装置から送信される撮影実施結果の送信
タイミングが異なるため、コンソールが、撮影オーダ情報に、当該撮影オーダ情報とは別
の撮影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像データや撮影実施結果を誤って
対応付けてしまう事態が生じる可能性が高くなる。
【００１５】
　そして、撮影オーダ情報に誤った画像データや撮影実施結果が対応付けられてしまうと
、ある患者の主治医等がその誤った画像データに基づいて生成された放射線画像を見て、
その患者に本来あるはずの病変部を見つけられなかったり、或いは本来ないはずの病変部
があると誤診してしまう事態が生じる虞れがある。また、経過観察等においては、次回の
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撮影時に前回の撮影実施結果を参照する際に、不適切な画像と比較参照してしまう虞れも
ある。
【００１６】
　しかし、放射線画像を医療用として用いる場合、このような誤診は決して生じてはなら
ない。そのため、放射線画像撮影システムには、上記のように、撮影室内にＣＲカセッテ
とＦＰＤカセッテとが混在する状況において、ＦＰＤカセッテを用いた撮影とＣＲカセッ
テを用いた撮影とが混在する状況であっても、コンソールが、撮影オーダ情報と、当該撮
影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像データおよび撮影実施結果を的確か
つ確実に対応付けることができるものであることが要請される。
【００１７】
　本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、ＣＲカセッテとＦＰＤカセッテとが
混在する状況においても、コンソールが、撮影オーダ情報と、当該撮影オーダ情報に基づ
いて行われた撮影で得られた画像データ等を的確かつ確実に対応付けることが可能な放射
線画像撮影システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記の問題を解決するために、本発明の放射線画像撮影システムは、
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　前記撮影オーダ情報を、撮影が実施された順番に記憶するとともに、前記放射線発生装
置から前記撮影実施結果を受信した順番に記憶し、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置からそれぞれ送信されてきた前記各画像デ
ータに基づいて生成した前記各放射線画像が確定されると、記憶した前記撮影オーダ情報
の順番と、前記撮影実施結果を受信した順番と、前記確定された前記各放射線画像とに基
づいて、前記撮影実施結果と前記確定された放射線画像とを、前記撮影オーダ情報にそれ
ぞれ対応付けることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の放射線画像撮影システムは、
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
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放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　前記撮影オーダ情報を、撮影が実施された順番に記憶するとともに、前記放射線発生装
置から前記撮影実施結果を受信した順番に記憶し、
　前記ＦＰＤカセッテを用いた撮影が実施された場合には、当該ＦＰＤカセッテを用いて
撮影が実施された前記撮影オーダ情報に、当該ＦＰＤカセッテから送信されてきた前記画
像データに基づいて生成して確定された前記放射線画像を対応付けた時点で、次の撮影の
実施を許容し、
　前記ＣＲカセッテを用いた撮影が実施された場合には、当該ＣＲカセッテを用いて撮影
が実施された前記撮影オーダ情報に前記放射線画像を対応付ける以前に、次の撮影の実施
を許容するとともに、当該ＣＲカセッテの識別情報とともに前記画像読取装置から送信さ
れてきた前記画像データに基づいて生成して確定された前記放射線画像を、当該ＣＲカセ
ッテを用いて撮影が実施された前記撮影オーダ情報に対応付け、
　記憶した前記撮影オーダ情報の順番と、前記撮影実施結果を受信した順番とに基づいて
、前記放射線画像が対応付けられた前記撮影オーダ情報に、前記撮影実施結果をそれぞれ
対応付けることを特徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明の放射線画像撮影システムは、
　二次元状に配列された複数の放射線検出素子を備え、放射線の照射により前記各放射線
検出素子内で発生した電荷を画像データとして読み出すＦＰＤカセッテと、
　輝尽性蛍光体プレートを内蔵し、放射された放射線のエネルギを前記輝尽性蛍光体プレ
ートに蓄積されるＣＲカセッテと、
　前記ＣＲカセッテの前記輝尽性蛍光体プレートから画像データを読み取る画像読取装置
と、
　撮影オーダ情報を取得するとともに、選択された前記撮影オーダ情報に基づく撮影が行
われて前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から前記画像データが送信されてくる
と、前記画像データに基づいて放射線画像を生成するコンソールと、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記ＣＲカセッテに放射線を照射する放射線源を備え、前記
放射線源から放射線を照射するごとに撮影実施結果を前記コンソールに送信する放射線発
生装置と、
を備え、
　前記コンソールは、
　撮影が実施されると、実施された前記撮影オーダ情報に前記放射線発生装置から受信し
た前記撮影実施結果を対応付けるとともに、
　前記ＦＰＤカセッテまたは前記画像読取装置から、当該実施された撮影に基づく前記画
像データが送信され、送信された前記画像データに基づいて生成した前記放射線画像が確
定され、前記撮影実施結果が対応付けられた前記撮影オーダ情報に前記確定された放射線
画像を対応付けた時点で、次の撮影の実施を許容することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のような方式の放射線画像撮影システムによれば、各撮影が的確に行われて各放
射線画像が確定されれば、コンソールは、撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定された放
射線画像とを的確かつ確実に対応付けることが可能となる。
【００２２】
　そのため、撮影後にコンソールに画像データが送信されてくるタイミングがＣＲカセッ
テの場合とＦＰＤカセッテ（さらには専用機型の放射線画像撮影装置）の場合とで異なっ
たり、或いは、再撮影が行われたような状況下でも、撮影オーダ情報と撮影実施結果と確
定された放射線画像とを的確に対応付けることが可能となり、撮影オーダ情報に、当該撮
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影オーダ情報とは別の撮影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像データに基
づく放射線画像等を誤って対応付けてしまうことを確実に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】各実施形態に係る放射線画像撮影システムの全体構成を示す図である。
【図２】ＦＰＤカセッテの外観斜視図である。
【図３】図２のＦＰＤカセッテを反対側から見た外観斜視図である。
【図４】図２におけるＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図５】ＦＰＤカセッテの基板の構成を示す平面図である。
【図６】図５の基板上の小領域に形成された放射線検出素子とＴＦＴ等の構成を示す拡大
図である。
【図７】フレキシブル回路基板やＰＣＢ基板等が取り付けられた基板を説明する側面図で
ある。
【図８】ＦＰＤカセッテの等価回路を表すブロック図である。
【図９】カセッテ保持部の内部にコネクタが設けられたブッキー装置を説明する図である
。
【図１０】ＦＰＤカセッテのコネクタとブッキー装置のコネクタとが接続された状態を表
す外観斜視図である。
【図１１】ＦＰＤカセッテがクレードルに挿入され、コネクタ同士が接続された状態を表
す断面図である。
【図１２】検知手段としてタグリーダを備える構成を示す図である。
【図１３】撮影オーダ情報の一例を示す図である。
【図１４】撮影オーダ情報を表示する選択画面の一例を示す図である。
【図１５】各撮影オーダ情報に対応する各アイコン等を表示する画面の一例を示す図であ
る。
【図１６】ＦＰＤカセッテやＣＲカセッテを選択させる選択画面の一例を示す図である。
【図１７】図１５の選択画面でアイコンＩ２がフォーカスされた状態を説明する図である
。
【図１８】図１７の場合にアイコンＩ２に代えてプレビュー画像が表示されること等を説
明する図である。
【図１９】図１８の場合にプレビュー画像が表示されていた位置に生成された放射線画像
が表示されること等を説明する図である。
【図２０】図１８に示した状態から続いてアイコンＩ３にフォーカス遷移されることを説
明する図である。
【図２１】第１の実施形態で記憶手段に撮影実施順に記憶された各撮影オーダ情報、受信
順に記憶された各撮影実施結果、および確定された各放射線画像を表す図である。
【図２２】図２１に示された各撮影オーダ情報と各撮影実施結果と確定された各放射線画
像とが対応付けられた状態を表す図である。
【図２３】第２の実施形態でＦＰＤカセッテを用いて撮影が実施された撮影オーダ情報に
確定された放射線画像が対応付けられた状態を表す図である。
【図２４】第２の実施形態ではＣＲカセッテを用いた撮影よりも後に行われたＦＰＤカセ
ッテを用いた撮影が実施された撮影オーダ情報に先に確定された放射線画像が対応付けら
れる場合があることを説明する図である。
【図２５】第３の実施形態では撮影ごとに撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定された放
射線画像とが対応付けられることを説明する図である。
【図２６】第３の実施形態では撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定された放射線画像と
が対応付けられないと次の撮影の実施が許容されないことを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る放射線画像撮影システムの実施の形態について、図面を参照して説
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明する。ただし、本発明は以下の図示例のものに限定されるものではない。
【００２５】
［各実施形態に共通の構成］
　図１は、以下で説明する本発明の各実施形態に共通の放射線画像撮影システムの全体構
成を示す図である。
【００２６】
　撮影室Ｒａは、患者の身体の一部である被写体（すなわち患者の撮影部位）に放射線を
照射して放射線画像撮影を行う部屋であり、被写体に放射線を照射するための放射線照射
装置の放射線発生装置５７の放射線源５２等が配置されている。なお、撮影室Ｒａは、放
射線が撮影室外に漏洩しないように鉛などでシールドされている。
【００２７】
　以下の各実施形態では、放射線画像撮影装置として、以下で説明するようなＦＰＤカセ
ッテ（すなわち可搬型の放射線画像撮影装置）１Ｆが用いられるようになっている。また
、撮影室Ｒａには、ＦＰＤカセッテＩＦのほかに、ＣＲカセッテ１Ｃも備えられており、
或いは持ち込み可能とされており、また、ＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲカセッテ１Ｃを装填
可能なブッキー装置５１が設けられている。
【００２８】
　なお、ブッキー装置５１や放射線源５２等については、後で説明する。また、撮影室Ｒ
ａ内に、図示しない専用機型の放射線画像撮影装置が設置されていてもよく、放射線画像
撮影装置として、ＦＰＤカセッテ１Ｆと専用機型の放射線画像撮影装置とが混在するよう
な放射線画像撮影システムについても本発明が適用される。
【００２９】
　ここで、まず、放射線画像撮影システム５０で放射線画像撮影に用いられるＦＰＤカセ
ッテ１Ｆについて説明する。
【００３０】
　なお、以下では、ＦＰＤカセッテ１Ｆとして、シンチレータ等を備え、放射された放射
線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型のＦＰＤカセ
ッテについて説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子
で直接検出する、いわゆる直接型のＦＰＤカセッテに対しても適用することができる。
【００３１】
　図２は、ＦＰＤカセッテの外観斜視図であり、図３は、ＦＰＤカセッテを反対側から見
た外観斜視図である。また、図４は、図２のＡ－Ａ線に沿う断面図である。ＦＰＤカセッ
テ１Ｆは、図２～図４に示すように、筐体状のハウジング２内にシンチレータ３や基板４
等で構成されるセンサパネルＳＰが収納されている。
【００３２】
　図２や図３に示すように、ＦＰＤカセッテ１Ｆの筐体２のうち、放射線入射面Ｒを有す
る中空の角筒状のハウジング本体部２Ａは、放射線を透過するカーボン板やプラスチック
等の材料で形成されており、ハウジング本体部２Ａの両側の開口部を蓋部材２Ｂ、２Ｃで
閉塞することで筐体２が形成されている。なお、筐体２をこのようないわゆるモノコック
型として形成する代わりに、例えば、フレーム板とバック板とで形成された、いわゆる弁
当箱型とすることも可能である。
【００３３】
　図２に示すように、筐体２の一方側の蓋部材２Ｂには、電源スイッチ３７や選択スイッ
チ３８、コネクタ３９、バッテリ状態やＦＰＤカセッテ１Ｆの稼働状態等を表示するＬＥ
Ｄ等で構成されたインジケータ４０等が配置されている。
【００３４】
　また、図３に示すように、筐体２の反対側の蓋部材２Ｃには、画像データ等をコンソー
ル５８に無線で転送するための通信手段であるアンテナ装置４１が埋め込まれている。な
お、画像データ等をコンソール５８に有線方式で転送するように構成することも可能であ
り、その場合、例えば、前述したコネクタ３９にケーブル等を接続して送受信するように
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構成される。また、アンテナ装置４１を設ける場合には、アンテナ装置４１の筐体２上の
配置場所や配置する個数は適宜決められる。
【００３５】
　筐体２の内部には、図４に示すように、センサパネルＳＰの基板４の下方側に図示しな
い鉛の薄板等を介して基台３１が配置され、基台３１には、電子部品３２等が配設された
ＰＣＢ基板３３や緩衝部材３４等が取り付けられている。
【００３６】
　なお、基板４やシンチレータ３の放射線入射面Ｒ側には、それらを保護するためのガラ
ス基板３５が配設されている。また、センサパネルＳＰと筐体２の側面との間に、それら
がぶつかり合うことを防止するための緩衝材３６が設けられている。
【００３７】
　シンチレータ３は、基板４の後述する検出部Ｐに貼り合わされるようになっている。シ
ンチレータ３は、例えば、蛍光体を主成分とし、放射線の入射を受けると３００～８００
ｎｍの波長の電磁波、すなわち可視光を中心とした電磁波に変換して出力するものが用い
られる。
【００３８】
　基板４は、ガラス基板で構成されており、図５に示すように、基板４のシンチレータ３
に対向する側の面４ａ上には、複数の走査線５と複数の信号線６とが互いに交差するよう
に配設されている。基板４の面４ａ上の複数の走査線５と複数の信号線６により区画され
た各小領域ｒには、放射線検出素子７がそれぞれ設けられている。
【００３９】
　このように、走査線５と信号線６で区画された各小領域ｒに二次元状（マトリクス状と
もいう。）に配列された複数の放射線検出素子７が設けられた領域ｒ全体、すなわち図５
に一点鎖線で示される領域が検出部Ｐとされている。
【００４０】
　放射線検出素子７としては、フォトダイオードが用いられているが、この他にも例えば
フォトトランジスタ等を用いることも可能である。各放射線検出素子７は、図５の拡大図
である図６に示すように、スイッチ手段であるＴＦＴ８のソース電極８ｓに接続されてい
る。また、ＴＦＴ８のドレイン電極８ｄは信号線６に接続されている。
【００４１】
　そして、ＴＦＴ８は、後述する走査駆動手段１５から走査線５を介してゲート電極８ｇ
にオン電圧が印加されるとオン状態となり、ソース電極８ｓやドレイン電極８ｄを介して
放射線検出素子７内に蓄積されている電荷を信号線６に放出させるようになっている。ま
た、ＴＦＴ８は、接続された走査線５を介してゲート電極８ｇにオフ電圧が印加されると
オフ状態となり、放射線検出素子７から信号線６への電荷の放出を停止して、放射線検出
素子７内に電荷を保持するようになっている。
【００４２】
　図６に示すように、列状に配置された複数の放射線検出素子７にそれぞれバイアス線９
が接続されており、図５に示すように、各バイアス線９は、基板４の検出部Ｐの外側の位
置で１本の結線１０に結束されている。
【００４３】
　また、各走査線５や各信号線６、バイアス線９の結線１０は、それぞれ基板４の端縁部
付近に設けられた入出力端子（パッドともいう）１１に接続されている。各入出力端子１
１には、図７に示すように、ＩＣ１２ａ等のチップがフィルム上に組み込まれたフレキシ
ブル回路基板（Chip On Filmともいう。）１２が異方性導電接着フィルム（Anisotropic 
Conductive Film）や異方性導電ペースト（Anisotropic Conductive Paste）等の異方性
導電性接着材料１３を介して接続されている。
【００４４】
　また、フレキシブル回路基板１２は、基板４の裏面４ｂ側に引き回され、裏面４ｂ側で
前述したＰＣＢ基板３３に接続されるようになっている。このようにして、ＦＰＤカセッ
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テ１ＦのセンサパネルＳＰの基板４部分が形成されている。なお、図７では、電子部品３
２等の図示が省略されている。
【００４５】
　ここで、図８を用いてＦＰＤカセッテ１Ｆの回路構成について説明する。
【００４６】
　各放射線検出素子７の一方の電極にはそれぞれバイアス線９が接続されており、各バイ
アス線９は結線１０に結束されてバイアス電源１４に接続されている。バイアス電源１４
は、結線１０および各バイアス線９を介して各放射線検出素子７の電極にそれぞれバイア
ス電圧（厳密に言えば逆バイアス電圧）を印加するようになっている。
【００４７】
　また、各放射線検出素子７の他方の電極はＴＦＴ８のソース電極８ｓ（図８中ではＳと
表記されている。）に接続されており、各ＴＦＴ８のゲート電極８ｇ（図８中ではＧと表
記されている。）は、走査駆動手段１５のゲートドライバ１５ｂから延びる走査線５の各
ラインＬ１～Ｌｘにそれぞれ接続されている。また、各ＴＦＴ８のドレイン電極８ｄ（図
８中ではＤと表記されている。）は各信号線６にそれぞれ接続されている。
【００４８】
　走査駆動手段１５は、ゲートドライバ１５ｂにオン電圧やオフ電圧を供給する電源回路
１５ａと、走査線５の各ラインＬ１～Ｌｘに印加する電圧をオン電圧とオフ電圧の間で切
り替えるゲートドライバ１５ｂとを備えている。ゲートドライバ１５ｂは、前述したよう
に、走査線５の各ラインＬ１～Ｌｘを介してＴＦＴ８のゲート電極８ｇに印加する電圧を
オン電圧とオフ電圧との間で切り替えて、各ＴＦＴ８のオン状態とオフ状態とを制御する
ようになっている。
【００４９】
　また、各信号線６は、読み出しＩＣ１６内に形成された各読み出し回路１７にそれぞれ
接続されている。読み出し回路１７は、増幅回路１８と、相関二重サンプリング（Correl
ated Double Sampling）回路１９と、アナログマルチプレクサ２１と、Ａ／Ｄ変換器２０
とで構成されている。
【００５０】
　例えば、放射線画像撮影の際に、被写体を介してＦＰＤカセッテ１Ｆに放射線が照射さ
れると、シンチレータ３で放射線が他の波長の電磁波に変換され、変換された電磁波がそ
の直下の放射線検出素子７に照射される。そして、照射された放射線の線量（すなわち電
磁波の光量）に応じて放射線検出素子７内で電荷が発生する。
【００５１】
　各放射線検出素子７からの画像データＤの読み出し処理においては、走査駆動手段１５
のゲートドライバ１５ｂから走査線５の所定のラインＬｎにオン電圧が印加されると、走
査線５の当該ラインＬｎを介してそれに接続されている各ＴＦＴ８のゲート電極８ｇにオ
ン電圧が印加されて各ＴＦＴ８がオン状態となり、オン状態となった各ＴＦＴ８と接続さ
れている放射線検出素子７から各ＴＦＴ８を介して信号線６に電荷が放出される。
【００５２】
　そして、放射線検出素子７から放出された電荷量に応じて増幅回路１８から電圧値が出
力され、それを相関二重サンプリング回路１９で相関二重サンプリングしてアナログ値の
画像データＤがマルチプレクサ２１に出力される。マルチプレクサ２１から順次出力され
た画像データＤは、Ａ／Ｄ変換器２０で順次デジタル値の画像データＤに変換され、記憶
手段２３に出力されて順次保存されるようになっている。
【００５３】
　制御手段２２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＯＭ（Read Only Memory）
、ＲＡＭ（Random Access Memory）、入出力インターフェース等がバスに接続されたコン
ピュータや、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等により構成されている。専
用の制御回路で構成されていてもよい。
【００５４】
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　制御手段２２は、ＦＰＤカセッテ１Ｆの走査駆動手段１５や読み出し回路１７等の各機
能部の動作等を制御するようになっている。制御手段２２には、ＤＲＡＭ（Dynamic ＲＡ
Ｍ）等で構成される記憶手段２３や、ＦＰＤカセッテ１Ｆの各機能部に電力を供給するバ
ッテリ２４が接続されている。また、制御手段２２には、前述したアンテナ装置４１が接
続されている。
【００５５】
　制御手段２２は、放射線画像撮影が行われると、上記のようにして、各放射線検出素子
７から電荷すなわち画像データＤを読み出す読み出し処理を行うようになっている。また
、制御手段２２は、各放射線検出素子７から読み出して記憶手段２３に保存した各画像デ
ータＤに基づいて、各画像データＤを所定の割合で間引いてプレビュー用の間引きデータ
Ｄｔを作成するようになっている。
【００５６】
　間引きデータＤｔは、例えば、二次元状に配列された各放射線検出素子７に対応して各
画像データＤを配列した場合に３×３画素や４×４画素ごとに１画素分の画像データＤを
抽出するようにして作成してもよく、或いは、走査線５の各ラインＬ１、Ｌ４、Ｌ７、…
にそれぞれ接続された各放射線検出素子７からの画像データＤのように、走査線５の所定
の間隔ごとの各ラインＬｎに接続された各放射線検出素子７からの画像データＤを抽出し
て作成するように構成することも可能である。
【００５７】
　そして、制御手段２２は、放射線画像撮影が終了して各放射線検出素子７から画像デー
タＤを読み出して記憶手段２３に保存すると、即座に間引きデータＤｔを作成し、間引き
データＤｔにＦＰＤカセッテ１Ｆの識別情報であるカセッテＩＤを付与して、後述するよ
うに、コンソール５８等に送信するようになっている。この間引きデータＤｔの送信は放
射線画像撮影ごとに行われる。
【００５８】
　制御手段２２は、間引きデータＤｔをコンソール５８に送信した後、当該間引きデータ
Ｄｔの作成の基となった画像データＤ、すなわち当該撮影で得られた全画像データＤを、
カセッテＩＤを付与してコンソール５８に自動的に送信するようになっている。
【００５９】
　上記のように、間引きデータＤｔの送信は、コンソール５８等の指示を待たずに自動的
に送信されるが、この全画像データＤの送信については、コンソール５８等からの送信指
示があった時点で送信するように構成することも可能である。
【００６０】
　なお、前述した間引きデータＤｔの送信の際に、ＦＰＤカセッテ１Ｆからコンソール５
８に間引きデータＤｔを送信するように構成されている場合、ＦＰＤカセッテ１Ｆからコ
ンソール５８に画像データＤを送信する際には、全画像データＤのうち、既に送信済みの
間引きデータＤｔ以外の画像データＤのみを送信するように構成することも可能である。
【００６１】
　この場合、コンソール５８は、既に受信している間引きデータＤｔと、新たに送信され
てきた画像データＤとを合成して全画像データＤを復元するように構成される。なお、Ｆ
ＰＤカセッテ１Ｆからコンソール５８以外の装置に間引きデータＤｔを直接送信するよう
に構成されている場合には、コンソール５８には間引きデータＤｔが送信されていないた
め、ＦＰＤカセッテ１Ｆからコンソール５８に全ての画像データＤが送信される。
【００６２】
　また、後述するように、ＦＰＤカセッテ１Ｆがブッキー装置５１に装填されておらず単
独で用いられている場合（すなわちコネクタ３９（図２参照）に何も接続されていない場
合）は、制御手段２２は、アンテナ装置４１を介して無線方式で間引きデータＤｔや画像
データＤ、後述するオフセット補正値等をコンソール５８に送信する。
【００６３】
　さらに、ＦＰＤカセッテ１Ｆがブッキー装置５１に装填されて用いられている場合（す
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なわちコネクタ３９にブッキー装置５１のコネクタ５１ｂ（後述する図９、図１０参照）
が接続されている場合）は、制御手段２２は、ブッキー装置５１を介して有線方式で間引
きデータＤｔ等をコンソール５８に送信するようになっている。
【００６４】
　制御手段２２は、１回の放射線画像撮影が終了するごとに、或いは、一連の放射線画像
撮影が終了した時点で、これらの放射線画像撮影で得られた画像データＤに重畳されてい
るオフセット分を補正するためのオフセット補正値を得るために、いわゆるダーク読取処
理を自動的に行うようになっている。なお、単独或いは一連の放射線画像撮影が開始され
る前に、ダーク読取処理を行うように構成することも可能である。
【００６５】
　ダーク読取処理では、ＦＰＤカセッテ１Ｆの各ＴＦＴ８をオフ状態とし、ＦＰＤカセッ
テ１Ｆに放射線が照射されない状態で所定時間放置した後、上記の読み出し処理と同様に
して、各放射線検出素子７から、それらに蓄積された暗電荷等をいわゆるダーク読取値と
して読み出す。読み出されたダーク読取値は、記憶手段２３に保存される。
【００６６】
　そして、制御手段２２は、読み出した各放射線検出素子７ごとのダーク読取値をオフセ
ット補正値としたり、或いは、ダーク読取処理を複数回行って、各放射線検出素子７ごと
に得られた複数のダーク読取値を平均化する等して、オフセット補正値を算出する。そし
て、オフセット補正値にＦＰＤカセッテ１Ｆの識別情報であるカセッテＩＤを付与して、
コンソール５８に自動的に送信するようになっている。
【００６７】
　一方、後述するように、ＦＰＤカセッテ１Ｆが撮影室Ｒａに持ち込まれると、検知手段
である後述するクレードル５５に挿入されるようになっている。その際、制御手段２２は
、ＦＰＤカセッテ１Ｆがクレードル５５に挿入された際に、コネクタ３９（図２参照）が
クレードル５５のコネクタ５５ａ（後述する図１１参照）に接続されると、クレードル５
５を介して後述する中継器５４（図１参照）にＦＰＤカセッテ１Ｆの識別情報であるカセ
ッテＩＤを通知するようになっている。
【００６８】
　また、制御手段２２は、放射線技師等の撮影者により選択手段である選択スイッチ３８
（図２参照）が押下されると、自らの識別情報であるカセッテＩＤと、自らが選択された
ことを示す選択信号とを、アンテナ装置４１を介してコンソール５８に送信するようにな
っている。
【００６９】
　可搬型のＦＰＤカセッテ１Ｆは、後述するように、ＣＲカセッテ１Ｃと互換サイズを有
しており、施設に既存の後述するブッキー装置５１に装填して使用することができるよう
になっている。
【００７０】
　また、ＦＰＤカセッテ１Ｆは、ブッキー装置５１に装填されている場合には、ブッキー
装置５１から電力の供給を受けるが、ブッキー装置５１に装填されていない単独の状態で
は、バッテリ２４（図８参照）から制御手段２２やバイアス電源１４、走査駆動手段１５
、読み出し回路１７（読み出しＩＣ１６）等の各機能部に電力を供給するようになってい
る。なお、ブッキー装填時は、画像データＤの送信や制御用通信等はブッキー装置５１を
介して有線方式で行われる。
【００７１】
　なお、ＦＰＤカセッテ１Ｆは、後述するように、ブッキー装置５１に装填されている場
合には、ブッキー装置５１から電力の供給を受けるが、ブッキー装置５１に装填されてい
ない単独の状態では、バッテリ２４（図８参照）から制御手段２２やバイアス電源１４、
走査駆動手段１５、読み出し回路１７（読み出しＩＣ１６）等の各機能部に電力を供給す
るようになっている。
【００７２】
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　そして、放射線画像撮影や画像データＤの読み出し処理等を行わない場合に、各機能部
に電力を供給すると、バッテリ２４が消耗してしまうため、ＦＰＤカセッテ１Ｆは、各機
能部に電力を供給して放射線画像撮影を行うことができる状態、すなわち撮影可能な状態
とする撮影可能モードと、放射線画像撮影を行わないような場合に各機能部に電力を供給
しないスリープモードとの間で、モードを切り替えることができるようになっている。
【００７３】
　スリープモードでは、コンソール５８等からの信号を受信できるようにアンテナ装置４
１や制御手段２２等の最小限起動していることが必要な機能部にのみ電力を供給し、バイ
アス電源１４や走査駆動手段１５、読み出し回路１７（読み出しＩＣ１６）等には電力を
供給しないようになっている。
【００７４】
　電源スイッチ３７（図２参照）が押下された場合に、ＦＰＤカセッテ１Ｆを撮影可能モ
ードで立ち上げるかスリープモードで立ち上げるかは適宜設定されるとしても、少なくと
も、選択スイッチ３８が押下された場合に、ＦＰＤカセッテ１Ｆがスリープモードになっ
ている場合には、ＦＰＤカセッテ１Ｆのモードは撮影可能モードに切り替えられる。
【００７５】
　また、ＦＰＤカセッテ１Ｆは、撮影可能モードに切り替えられた後、所定時間が経過し
ても放射線画像撮影が行われない場合は、所定時間が経過した時点で、モードを自動的に
スリープモードに切り替えるようになっている。
【００７６】
　そして、ＦＰＤカセッテ１Ｆは、モードが切り替わる際に、コンソール３８に、撮影可
能モードになったことを表す信号、或いはスリープモードになったことを表す信号を、そ
れぞれ自らのカセッテＩＤとともに送信するようになっている。
【００７７】
　次に、放射線画像撮影システム５０で放射線画像撮影に用いられるＣＲカセッテ１Ｃに
ついて説明する。
【００７８】
　ＣＲカセッテ１Ｃの構成としては、例えば特開２００３－２８７８３３号公報等に記載
されている構成を採用することが可能であるが、ＣＲカセッテ１Ｃについては、公知のも
のを用いることが可能であり、輝尽性蛍光体プレートを備えるものであれば、特に限定さ
れない。
【００７９】
　また、本実施形態では、ＣＲカセッテ１Ｃには、例えばその裏面等に、ＣＲカセッテ１
Ｃの識別情報等を担持する図示しないバーコードが貼付されており、後述するように、こ
のバーコードが、ＣＲカセッテ１Ｃが後述するブッキー装置５１のカセッテ保持部５１ａ
に装填される際に、ブッキー装置５１に設けられたバーコードリーダで読み取られるよう
になっている。
【００８０】
　なお、ブッキー装置５１に装填されたＣＲカセッテ１Ｃの識別情報を読み取る手法は、
必ずしもバーコードによるものでなくてもよく、ＣＲカセッテ１Ｃが、その識別情報を担
持するものを備え、ブッキー装置５１が、装填されたＣＲカセッテ１Ｃの識別情報を読み
取るＣＲカセッテ識別情報読取手段を備える構成であれば、いかなる構成であってもよい
。
【００８１】
　次に、放射線画像撮影システム５０における他の各装置等について説明する。
【００８２】
　図１に示すように、ブッキー装置５１は、カセッテ保持部５１ａにＦＰＤカセッテ１Ｆ
やＣＲカセッテ１Ｃを装填して用いることができるようになっている。なお、図１では、
撮影室Ｒａに、ブッキー装置５１として立位撮影用のブッキー装置５１Ａと臥位撮影用の
ブッキー装置５１Ｂが設置されている場合が示されているが、例えば、立位撮影用のブッ
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キー装置５１Ａのみ、或いは臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂのみが設けられているよう
な場合にも本発明は適用される。
【００８３】
　本実施形態では、ブッキー装置５１は、カセッテ保持部５１ａに従来のＣＲカセッテ１
Ｃを装填して用いることもできるように構成されており、撮影室ＲａにＣＲカセッテ用に
設置されている既存のブッキー装置を用いることが可能である。
【００８４】
　そのため、本実施形態では、上記のＦＰＤカセッテ１Ｆは、ＣＲカセッテ１Ｃと同様の
寸法になるように形成されている。すなわち、ＣＲカセッテ１Ｃは、従来のスクリーンフ
ィルム用のカセッテにおけるＪＩＳ規格サイズ（対応する国際規格はＩＥＣ　６０４０６
）に準拠して、１４インチ×１７インチ（半切サイズ）等の寸法で形成される。また、放
射線入射方向の厚さは１５ｍｍ＋１ｍｍ～１５ｍｍ－２ｍｍの範囲内になるように形成さ
れる。
【００８５】
　そのため、このＪＩＳ規格サイズのＣＲカセッテ１Ｃを装填することができるブッキー
装置５１への装填使用を可能とするため、ＦＰＤカセッテ１Ｆも、ＣＲカセッテ１Ｃが準
拠するスクリーンフィルム用のカセッテにおけるＪＩＳ規格に準拠した寸法で形成されて
いる。
【００８６】
　なお、スクリーン／フィルムカセッテやＣＲカセッテ用の既存のブッキー装置を用いな
い場合には、ＦＰＤカセッテ１Ｆを上記の寸法で形成する必要はなく、ＦＰＤカセッテ１
Ｆを任意の大きさや形状に形成することが可能である。しかし、その際には、ブッキー装
置５１として、任意に設定された形状のＦＰＤカセッテ１Ｆを装填することができるブッ
キー装置を新たに撮影室Ｒａ内に設置することが必要となる。
【００８７】
　ブッキー装置５１のカセッテ保持部５１ａの内部には、図９に示すように、装填された
ＦＰＤカセッテ１Ｆのコネクタ３９（図２参照）と接続されるコネクタ５１ｂが設けられ
ている。図９に示した立位撮影用のブッキー装置５１Ａの場合だけでなく、臥位撮影用の
ブッキー装置５１Ｂにおいても同様に構成されている。
【００８８】
　なお、上記のように、ブッキー装置５１のカセッテ保持部５１ａの内部にコネクタ５１
ｂを設ける代わりに、図１０に示すように、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装
填する前に、ブッキー装置５１から延びるケーブルの先端に設けられたコネクタ５１ｂを
ＦＰＤカセッテ１Ｆのコネクタ３９に接続し、その状態でＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー
装置５１のカセッテ保持部５１ａに装填するように構成することも可能である。
【００８９】
　ブッキー装置５１は、コネクタ５１ｂとＦＰＤカセッテ１Ｆのコネクタ３９とが接続さ
れると、ＦＰＤカセッテ１Ｆからその識別情報であるカセッテＩＤを読み出し、ＦＰＤカ
セッテ１ＦのカセッテＩＤと自らの識別情報であるブッキーＩＤとを対応付けて、コンソ
ール５８に送信するようになっている。
【００９０】
　前述したように、ブッキー装置５１は、ＦＰＤカセッテ１Ｆがカセッテ保持部５１ａに
装填されて用いられている場合には、ＦＰＤカセッテ１Ｆからコネクタ３９を介して出力
される間引きデータＤｔや画像データＤ、オフセット補正値を後述する中継器５４に有線
方式で伝送してコンソール５８に送信するようになっている。
【００９１】
　また、ブッキー装置５１のコネクタ５１ｂとＦＰＤカセッテ１Ｆのコネクタ３９とが接
続されることにより、ブッキー装置５１からＦＰＤカセッテ１Ｆに電力を供給するように
なっている。そのため、ＦＰＤカセッテ１Ｆの制御手段２２は、コネクタ３９、５１ｂ同
士が接続されると、バッテリ２４（図８参照）からの各機能部への電力の供給を停止し、
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コネクタ３９を介してブッキー装置５１から供給される電力を各機能部に供給するように
切り替えるようになっている。なお、各機能部に電力供給しながら、同時にバッテリ２４
を充電する構成とすることも可能である。
【００９２】
　また、上記のように、ブッキー装置５１は、カセッテ保持部５１ａにＣＲカセッテ１Ｃ
を装填して用いることもできるように構成されており、図示を省略するが、ブッキー装置
５１のカセッテ保持部５１ａには、ＣＲカセッテ１Ｃが装填される場合に、前述したＣＲ
カセッテ１Ｃのバーコードを光学的に読み取るＣＲカセッテ識別情報読取手段であるバー
コードリーダ等が設けられている。
【００９３】
　そして、ブッキー装置５１は、バーコードリーダでＣＲカセッテ１Ｃのバーコードを読
み取ると、読み取った情報の中からＣＲカセッテ１Ｃの識別情報であるバーコード情報を
読み出し、ＣＲカセッテ１Ｃのバーコード情報と自らの識別情報であるブッキーＩＤとを
対応付けて、コンソール５８に送信するようになっている。
【００９４】
　コンソール５８は、バーコード情報が送信されることによって、撮影がＣＲ方式で行わ
れることが分かるため、放射線発生装置５７の放射線源５２から照射する放射線の照射線
量をＣＲ方式に対応するように（すなわちＦＰＤ方式の撮影よりも照射線量を多くするよ
うに）切り替えるように制御するようになっている。
【００９５】
　また、撮影後に、ＣＲカセッテ１Ｃを撮影室Ｒａ外に設置された後述する画像読取装置
６１に装填し、画像読取装置６１により読み取られたＣＲカセッテ１Ｃのバーコード情報
と画像データＤとを対応付けてコンソール５８に送信するように構成することにより、コ
ンソール５８は、バーコード情報中に含まれるＣＲカセッテ１ＣのカセッテＩＤをキーと
して、読み取られた画像データＤを撮影オーダ情報に対応付けることが可能となる。
【００９６】
　図１に示すように、撮影室Ｒａには、被写体に放射線を照射する放射線源５２が少なく
とも１つ設けられている。そして、放射線源５２のうち、１つの放射線源５２Ａは、例え
ば撮影室Ｒａの天井からつり下げられて配置されるようになっており、撮影時にはコンソ
ール５８からの指示に基づいて起動され、図示しない移動手段により所定の位置にまで移
動されるようになっている。そして、放射線の照射方向を変えることで、立位撮影用のブ
ッキー装置５１Ａや臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに装填されたＦＰＤカセッテ１Ｆや
ＣＲカセッテ１Ｃに対して放射線を照射することができるようになっている。
【００９７】
　また、撮影室Ｒａには、立位撮影用や臥位撮影用のブッキー装置５１Ａ、５１Ｂには対
応付けられていないポータブルの放射線源５２Ｂも設けられている。ポータブルの放射線
源５２Ｂは、撮影室Ｒａ内のいかなる場所にも持ち運びでき、任意の方向に放射線を照射
できるようになっている。なお、図１では、ポータブルの放射線源５２Ｂが放射線源５２
Ａの放射線発生装置５７によって制御される場合が示されているが、ポータブルの放射線
源５２Ｂを、放射線源５２Ａの放射線発生装置５７とは独立の構成とすることも可能であ
る。
【００９８】
　そして、ＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲカセッテ１Ｃを単独の状態（すなわちブッキー装置
５１に装填しない状態）で被写体である患者の身体の部分にあてがったり、臥位撮影用の
ブッキー装置５１Ｂのテーブルや図示しないベッドと患者の身体との間に差し込んだりし
た状態で、ポータブルの放射線源５２Ｂから適切な距離や方向で放射線を照射することが
できるようになっている。
【００９９】
　なお、ＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲカセッテ１Ｃは、このように、ブッキー装置５１に装
填されない単独の状態で放射線画像撮影に用いることができるようになっている。
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【０１００】
　放射線源５２は、Ｘ線管球を備えており、Ｘ線管球は、後述する放射線発生装置５７か
ら所定の管電圧や管電流が供給されると、指定された照射時間だけ管電圧等に応じた線量
の放射線を照射するようになっている。
【０１０１】
　前述したように、撮影室Ｒａは鉛などでシールドされているため、撮影室Ｒａ内でＦＰ
Ｄカセッテ１Ｆからアンテナ装置４１を介して画像データＤ等の情報を送受信しようとし
ても、そのままでは送受信できない。そこで、図１に示すように、ＦＰＤカセッテ１Ｆと
コンソール５８とが無線通信する際に、これらの通信を中継する無線アンテナ５３を備え
た中継器（基地局や無線アクセスポイントともいう。）５４が設けられている。
【０１０２】
　なお、前述したように、ブッキー装置５１と中継器５４とはケーブル等で接続されてお
り、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填して用いる場合には、ＦＰＤカセッテ
１Ｆから出力された間引きデータＤｔ等は、ブッキー装置５１や中継器５４等を介して有
線方式でコンソール５８に送信される。
【０１０３】
　中継器５４には、クレードル５５が接続されている。図１１に示すように、撮影室Ｒａ
に持ち込まれたＦＰＤカセッテ１Ｆが挿入されて、ＦＰＤカセッテ１Ｆのコネクタ３９と
クレードル５５のコネクタ５５ａとが接続されると、前述したようにＦＰＤカセッテ１Ｆ
からカセッテＩＤが、クレードル５５を介して中継器５４に通知されるようになっている
。そして、中継器５４は、クレードル５５からＦＰＤカセッテ１ＦのカセッテＩＤが送信
されてくると、そのカセッテＩＤをコンソール５８に通知するようになっている。
【０１０４】
　なお、クレードル５５は、通常、ＦＰＤカセッテ１Ｆ等を保管したり充電するために用
いられるものであり、以下の各実施形態においても、クレードル５５が充電等の機能を有
するように構成することも可能である。さらに、図１１では、ＦＰＤカセッテ１Ｆを挿入
する挿入口が２個設けられたクレードル５５が示されているが、挿入口は１個でもよく、
或いは３個以上設けられていてもよい。
【０１０５】
　また、クレードル５５は撮影室Ｒａと前室Ｒｂのいずれに設置されてもよく、撮影室Ｒ
ａに設置される場合には、放射線源５２から照射される放射線が到達しない位置、すなわ
ち、例えば撮影室Ｒａのコーナーの位置等に設置される。
【０１０６】
　一方、撮影室Ｒａや前室Ｒｂに持ち込まれたＦＰＤカセッテ１Ｆを検知してコンソール
５８にカセッテＩＤを通知する検知手段としては、上記のようにクレードル５５を用いる
代わりに、或いはグレードル５５と併用して、図１２に示すように、例えば前室Ｒｂの扉
付近にタグリーダ６０を設けるように構成することも可能である。
【０１０７】
　このように構成する場合、予め、ＦＰＤカセッテ１Ｆ内に、いわゆるＲＦＩＤ（Radio 
Frequency IDentification）タグ等の図示しないタグを内蔵させておき、タグにＦＰＤカ
セッテ１ＦのカセッテＩＤ等の固有情報を記憶させておく。そして、ＦＰＤカセッテ１Ｆ
がタグリーダ６０の近傍を通過して撮影室Ｒａや前室Ｒｂに持ち込まれる際に、タグリー
ダ６０でＦＰＤカセッテ１ＦのタグからカセッテＩＤ等の情報を読み取り、そのカセッテ
ＩＤをコンソール５８に通知するように構成することが可能である。
【０１０８】
　このように、検知手段としてタグリーダ６０を用いるように構成すれば、ＦＰＤカセッ
テ１Ｆの撮影室Ｒａ内への持ち込みおよび当該撮影室Ｒａからの持ち出しの両方を検知す
ることが可能となり、好ましい。なお、この場合は、タグリーダ６０とクレードル５５と
で少なくともＦＰＤカセッテ１Ｆの撮影室Ｒａ内への持ち込みをダブルチェックするよう
に構成することも可能である。また、検知手段としてタグリーダ６０のみを用いる場合に
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は、クレードル５５は例えば単にＦＰＤカセッテ１Ｆの充電用等として用いられる。
【０１０９】
　図１に示すように、前室Ｒｂには、放射線源５２に対して放射線の照射開始等を指示す
るための曝射スイッチ５６等を備えた放射線発生装置５７が設けられている。
【０１１０】
　放射線発生装置５７は、前述したように放射線源５２からの放射線の照射を制御するが
、本実施形態では、放射線発生装置５７は、後述するコンソール５８から撮影をＦＰＤ方
式（すなわちＦＰＤカセッテ１Ｆを用いて撮影を行う方式）で行う旨の信号、或いはＣＲ
方式（すなわちＣＲカセッテ１Ｃを用いて撮影を行う方式）で行う旨の信号を受信すると
、各方式に対応するように、放射線源５２に対する制御を切り替えるようになっている。
【０１１１】
　また、本実施形態では、放射線発生装置５７は、放射線源５２から放射線を照射させる
ごとに、コンソール５８に対して撮影実施結果、すなわち放射線を照射させた際の管電流
や管電圧、照射時間等に関する結果（フィルタを用いたか否か等の情報を含む場合もある
。）を送信するように構成されている。
【０１１２】
　本実施形態では、コンソール５８は、前室Ｒｂに設けられており、図示しないＣＰＵや
ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インターフェース等がバスに接続されたコンピュータ等で構成さ
れている。ＲＯＭには所定のプログラムが格納されており、コンソール５８は、必要なプ
ログラムを読み出してＲＡＭの作業領域に展開してプログラムに従って各種処理を実行す
るようになっている。
【０１１３】
　コンソール５８には、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Display
）等からなる表示部５８ａが設けられており、その他、キーボードやマウス等の図示しな
い入力手段等が接続されている。また、コンソール５８には、ハードディスク等で構成さ
れた記憶手段５９が接続されており、また、ＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワ
ーク等を介して図示しないＨＩＳ（Hospital Information System）やＲＩＳ（Radiology
 Information System）、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System）等
が接続されている。
【０１１４】
　また、図示を省略するが、コンソール５８には、他のコンピュータや、コンソール５８
から出力された画像データＤに基づいて放射線画像をフィルムなどの画像記録媒体に記録
して出力するイメージャ等の外部機器が、ＬＡＮ等を介して接続されている。
【０１１５】
　コンソール５８は、前述したように、撮影室Ｒａに持ち込まれたＦＰＤカセッテ１Ｆが
挿入されて、ＦＰＤカセッテ１ＦのカセッテＩＤ等がクレードル５５や中継器５４を介し
て送信されてくると、そのカセッテＩＤを記憶手段５９に保存して、そのカセッテＩＤを
有するＦＰＤカセッテ１Ｆが撮影室Ｒａ或いは前室Ｒｂ内に持ち込まれたことを認識して
管理するようになっている。
【０１１６】
　また、コンソール５８は、前述したように、ＦＰＤカセッテ１Ｆから撮影可能モードに
なったことを表す信号がカセッテＩＤとともに送信されてくると、記憶手段５９に保存さ
れている当該カセッテＩＤに対応付けられて保存されているモードを表す情報が撮影可能
モードを表す情報である場合はそのままとし、保存されているモードを表す情報がスリー
プモードを表す情報である場合は、カセッテＩＤに、撮影可能モードを表す情報を新たに
対応付けて上書き保存する。
【０１１７】
　また、ＦＰＤカセッテ１Ｆからスリープモードになったことを表す信号がカセッテＩＤ
とともに送信されてきた場合には、記憶手段５９に保存されている当該カセッテＩＤに対
応付けられて保存されているモードを表す情報がスリープモードを表す情報である場合は
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そのままとし、保存されているモードを表す情報が撮影可能モードを表す情報である場合
は、カセッテＩＤに、スリープモードを表す情報を新たに対応付けて上書き保存する。
【０１１８】
　コンソール５８は、このようにして、ＦＰＤカセッテ１Ｆが、現在、撮影可能モードと
スリープモードとのいずれのモードにあるかを認識して管理するようになっている。
【０１１９】
　また、コンソール５８は、前述したように、ＦＰＤカセッテ１Ｆがコネクタ５１ｂと接
続されたブッキー装置５１から、ＦＰＤカセッテ１ＦのカセッテＩＤとブッキーＩＤとが
送信されてくると、記憶手段５９に保存されている当該カセッテＩＤに、ブッキーＩＤを
対応付けて保存するようになっている。
【０１２０】
　また、ＦＰＤカセッテ１Ｆとコネクタ５１ｂとの接続が解除された場合には、記憶手段
５９に保存されている当該ＦＰＤカセッテ１ＦのカセッテＩＤとブッキーＩＤとの対応付
けを解除して、カセッテＩＤのみを保存するようになっている。
【０１２１】
　このようにして、コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆが、ブッキー装置５１に装填
されて用いられる場合には、どのＦＰＤカセッテ１Ｆがどのブッキー装置５１に装填され
ているか、或いは装填されていないかを認識して管理するようになっている。
【０１２２】
　また、ブッキー装置５１にＣＲカセッテ１Ｃが装填されて、ブッキー装置５１からＣＲ
カセッテ１Ｃのバーコード情報とブッキーＩＤとが送信されてくると、コンソール５８は
、そのバーコード情報とブッキーＩＤとを対応付けて記憶手段５９に保存するようになっ
ている。
【０１２３】
　このようにして、コンソール５８は、ＣＲカセッテ１Ｃがブッキー装置５１に装填され
た場合には、どのＣＲカセッテ１Ｃがどのブッキー装置５１に装填されているかを認識し
て管理するようになっている。
【０１２４】
　図１に示すように、コンソール５８には、ＣＲカセッテ１Ｃの輝尽性蛍光体プレートか
ら画像データＤを読み出す画像読取装置６１が接続されている。本実施形態では、画像読
取装置６１は、撮影室Ｒａや前室Ｒｂの外側に設置されているが、設置場所は任意に決め
られる。また、図１では、画像読取装置６１が１機だけ設置されている場合が示されてい
るが、画像読取装置６１を複数機設置するように構成することも可能であり、設置される
数は適宜決められる。
【０１２５】
　画像読取装置６１の構成は、例えば前述した特開２００３－２８７８３３号公報等に記
載されている構成を採用することが可能であるが、ＣＲカセッテ１Ｃ内の輝尽性蛍光体プ
レートから画像データＤを読み取ることができるものであれば、上記の構成に限定されな
い。
【０１２６】
　また、前述したように、コンソール５８には、ＨＩＳやＲＩＳが接続されており、ＨＩ
ＳやＲＩＳでは、予め個々の患者に対して所定の放射線画像撮影を行うために必要な情報
が設定された撮影オーダ情報を登録することができるようになっている。なお、撮影オー
ダ情報を、ＨＩＳやＲＩＳに登録する代わりに、予めコンソール５８上で登録して例えば
記憶手段５９に保存しておくように構成することも可能である。
【０１２７】
　撮影オーダ情報は、例えば図１３に例示するように、患者情報としての「患者ＩＤ」Ｐ
２、「患者氏名」Ｐ３、「性別」Ｐ４、「年齢」Ｐ５、「診療科」Ｐ６、および撮影条件
としての「撮影部位」Ｐ７、「撮影方向」Ｐ８等で構成されるようになっており、さらに
ＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲカセッテ１Ｃをブッキー装置５１に装填した状態で撮影を行う
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か否か等の情報として「ブッキーＩＤ」Ｐ９やの項目が設けられており、ブッキー装置５
１に装填する場合にはそのブッキーＩＤを記載するようになっている。
【０１２８】
　図１３に示した例で、ブッキーＩＤ「００１」、「００２」はそれぞれ立位撮影用のブ
ッキー装置５１Ａおよび臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂを表し、ブッキーＩＤ「００３
」は、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填せずに単独の状態で用いることを表
す。なお、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填せずに単独の状態で用いる場合
をブッキーＩＤ「００３」とするのは、ＦＰＤカセッテ１Ｆを単独の状態で用いる場合に
ブッキーＩＤを空欄とすると、記入忘れとの区別がつかないためである。
【０１２９】
　そのため、ＦＰＤカセッテ１Ｆを単独の状態で用いることを表すものであれば、他の表
示方法を採用することも可能であり、適宜決められる。なお、ブッキーＩＤに替えて、立
位ブッキー、臥位ブッキー、単独使用、を表す３種のアイコンを用意し、一のアイコンを
各撮影オーダに対応付けて表示するように構成することも可能である。このように構成す
ると、放射線技師等が撮影前にどの撮影装置を使用すべきかが視認し易くなり、間違いが
生じ難くなる。
【０１３０】
　また、撮影オーダ情報には、使用するカセッテの「カセッテＩＤ」Ｐ１０の項目も設け
られている。
【０１３１】
　そして、撮影オーダが登録された順に、各撮影オーダ情報に対して「撮影オーダＩＤ」
Ｐ１が自動的に割り当てられるようになっている。
【０１３２】
　なお、撮影オーダ情報に書き込む患者情報や撮影条件の内容は、上記のものに限定され
ず、例えば、患者の生年月日、診察回数、放射線の線量、太っているか痩せているか等の
情報を含むように構成することも可能である。また、以下では、一の患者に対して複数の
撮影オーダ情報が登録されている場合について説明する。
【０１３３】
　コンソール５８は、放射線技師等の撮影者の操作により、ＨＩＳやＲＩＳから必要な各
撮影オーダ情報を入手するようになっている。なお、撮影オーダ情報が記憶手段５９に保
存されている場合には、コンソール５８は、記憶手段５９から必要な各撮影オーダ情報を
入手する。
【０１３４】
　ＨＩＳやＲＩＳ或いは記憶手段５９から必要な各撮影オーダ情報を入手する場合、例え
ば、撮影者がコンソール５８にこれから撮影を行う患者の氏名や患者ＩＤ等を入力したり
、患者が持参した撮影依頼書に記載されているバーコードをバーコードリーダで読み取っ
てコンソール５８に入力したり、或いは、撮影オーダ情報で撮影日が指定されている場合
にはコンソール５８に撮影日を入力する等して、適宜の方法で必要な撮影オーダ情報をＨ
ＩＳやＲＩＳ或いは記憶手段５９から入手するように構成することが可能である。
【０１３５】
　そして、コンソール５８は、撮影オーダ情報を入手すると、コンソール５８の表示部５
８ａに、図１４に示すように、各撮影オーダ情報の一覧を選択画面Ｈ１として表示するよ
うになっている。
【０１３６】
　選択画面Ｈ１には、各撮影オーダ情報の一覧を表示するための撮影オーダ情報表示欄ｈ
１１が設けられており、撮影オーダ情報表示欄ｈ１１の左側には、撮影する予定の撮影オ
ーダ情報を選択するための選択ボタンｈ１２が各撮影オーダ情報に対応して設けられてい
る。また、撮影オーダ情報表示欄ｈ１１の下側には、決定ボタンｈ１３及び戻るボタンｈ
１４が設けられている。
【０１３７】
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［コンソールの表示部におけるアイコンの表示例］
　そして、例えば、撮影者が選択ボタンｈ１２をクリックして、例えば患者「Ａ」に関す
る４つの撮影オーダ情報を選択して、決定ボタンｈ１３をクリックすると、コンソール５
８は、表示部５８ａ上に、図１５に示すような画面Ｈ２を表示するようになっている。す
なわち、コンソール５８は、表示部５８ａ上に、選択された各撮影オーダ情報に対応する
アイコンＩ１～Ｉ４を、例えば撮影オーダＩＤ（図１４等のＰ１参照）が小さい順に、す
なわち登録順に表示するようになっている。
【０１３８】
　なお、登録順を基本とするが、例えば手脚等に対し左右両方の部位の撮影オーダがある
場合、左右の取り違え防止のため、左から先に撮影、或いは右から先に撮影、という条件
に基づいて並べ替えるようにしてもよい。また、対象となる部位が全身にわたるような場
合には、上（頭）から下（脚）となるような条件に基づいて並べ替えるようにしても良い
。
【０１３９】
　また、図１５では、各アイコンＩ１～Ｉ４を、画面Ｈ２上で左右方向に左側から並べて
表示する場合が示されているが、これに限定されず、例えば、各アイコンＩ１～Ｉ４を上
下方向に上側から並べるように構成することも可能であり、各アイコンＩ１～Ｉ４の表示
の仕方は適宜設定される。
【０１４０】
　さらに、アイコンＩ１～Ｉ４は、登録された順番に並べられるが、この他にも、例えば
、選択された各撮影オーダ情報の中に、患者ＩＤ（図１４等のＰ３参照）が異なるものや
診療科（Ｐ６参照）が異なるものが含まれる場合には、登録順にかかわらず、同じ患者や
診療科の撮影オーダ情報に対応するアイコンＩが隣り合うように表示するように構成する
ことも可能である。
【０１４１】
　図１５に示すように、アイコンＩ１～Ｉ４には、それぞれ「ＫＭ－０００１」等の撮影
番号や、「腹部正面Ｐ→Ａ」等の撮影部位（Ｐ７）や撮影方向（Ｐ８）、「臥位」等のブ
ッキー装置５１の使用の有無や使用するブッキー装置５１の種類等が表示されるようにな
っている。
【０１４２】
　また、図１５の例では、臥位撮影用のブッキー装置５１を使用する撮影オーダＩＤ「０
０１」の撮影オーダ情報（図１４等参照）に対応するアイコンＩ１には、アイコンＩ１中
の表示部分Ｉａに横長の四角が表示され、立位撮影用のブッキー装置５１を使用する撮影
オーダＩＤ「００２」、「００３」の各撮影オーダ情報に対応するアイコンＩ２、Ｉ３に
は、アイコンＩ１中の表示部分Ｉａに縦長の四角が表示される。
【０１４３】
　また、ブッキー装置５１を使用しない撮影オーダＩＤ「００４」の撮影オーダ情報に対
応するアイコンＩ４には、アイコンＩ１中の表示部分ＩａにＦＰＤカセッテ１Ｆの斜視図
状の図形が表示される。
【０１４４】
　なお、アイコンＩ中の表示部分Ｉａに、立位撮影用または臥位撮影用のブッキー装置５
１を使用すること、或いはＦＰＤカセッテ１Ｆを単独の状態で使用することを表示する際
に、上記のような四角や斜視図状の図形ではなく、放射線技師等がより分かり易い表示と
する等の措置が適宜採られることは前述した通りである。
【０１４５】
　コンソール５８は、アイコンＩ１～Ｉ４を表示する際、記憶手段５９に保存されている
カセッテＩＤに対応付けられているブッキーＩＤを参照して、図１５に示すように、ブッ
キー装置５１を使用する撮影オーダ情報のアイコンＩの表示部分Ｉｂに、当該ブッキー装
置５１に現在装填されているＦＰＤカセッテ１ＦのカセッテＩＤやＦＰＤカセッテ１Ｆの
サイズ、解像度等を表示するようになっている。
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【０１４６】
　また、例えば各アイコンＩ１～Ｉ４に設定されているブッキー装置５１とは異なるブッ
キー装置５１を用いるように変更する場合や、ブッキー装置５１を用いずにＦＰＤカセッ
テ１Ｆが単独の状態で撮影したい場合（或いはその逆の場合）には、例えば、画面Ｈ２上
でカーソルを該当するアイコンＩ中の「立位」や「臥位」の表示部分Ｉａに移動させて、
マウスを右クリックするとポップアップ表示するように構成し、図示しないウインドウ内
に記載されているブッキー装置５１、或いはブッキー装置５１を使用しないという項目を
選択して変更するように構成することも可能である。
【０１４７】
　さらに、各アイコンＩ１～Ｉ４に設定されているＦＰＤカセッテ１Ｆを変更する場合に
は、例えば、画面Ｈ２上でカーソルを該当するアイコンＩ中の表示部分Ｉｂに移動させて
、マウスを右クリックすることで、例えば図１６に示すような選択画面Ｈ３を表示させ、
各種のＦＰＤカセッテ１Ｆを表す各アイコン群の中から変更先のＦＰＤカセッテ１Ｆを適
宜選択して変更するように構成することも可能である。
【０１４８】
　また、例えば各アイコンＩ１～Ｉ４に設定されているＦＰＤカセッテ１Ｆのいずれかを
ＣＲカセッテ１Ｃに変更する場合には、例えば、同様に操作して図１６に示したような選
択画面Ｈ３を表示させ、例えば「ＣＲ」と表示されたアイコンをクリックして変更するよ
うに構成することも可能である。
【０１４９】
　このように構成すれば、個々のブッキー装置５１にＣＲカセッテ識別情報読取手段（す
なわち例えば前述したバーコードリーダ）が設けられていなくても運用可能となる。この
場合、放射線技師等の撮影者は、コンソール５８が設けられた前室Ｒｂにおいて、所望の
撮影オーダ情報をＦＰＤ方式からＣＲ方式に変更することが可能となる。また、逆に、撮
影オーダ情報をＣＲ方式からＦＰＤ方式に変更することも可能となる。
【０１５０】
　また、上記のように選択画面Ｈ３上で各アイコンＩ１～Ｉ４に設定されているＦＰＤカ
セッテ１ＦのいずれかをＣＲカセッテ１Ｃに変更するように構成する代わりに、或いはそ
れと併用して、例えば選択画面Ｈ１上で所望の撮影オーダ情報が選択された状態で、或い
は、例えば画面Ｈ２上で所望のアイコンＩをクリックした状態で、コンソール５８に設け
られた図示しないＣＲカセッテ識別情報読取手段（例えばバーコードリーダ）を用いてＣ
Ｒカセッテ１Ｃの識別情報（例えばバーコード情報）を入力すると、自動的にＦＰＤ方式
からＣＲ方式に変更されるように構成することも可能である。
【０１５１】
　また、ＣＲカセッテ１Ｃの画像読取装置６１がコンソール５８と１：１で接続されてい
る場合には、ＣＲカセッテ１Ｃから読み取られた画像データＤは、読み取り動作が行われ
るごとにコンソール５８に送信されるため、選択画面Ｈ３では、ＣＲ方式への変更操作の
みを行い、ＣＲカセッテ識別情報の入力を廃止することも可能である。
【０１５２】
　ＦＰＤ方式からＣＲ方式に変更する撮影数が１回のみの場合は、ＣＲカセッテ１Ｃで撮
影された画像同士の混在が生じないので、上記方式は特に好ましい。なお、複数の撮影を
ＣＲ方式に変更する場合には、これら複数のＣＲカセッテ１Ｃを全撮影終了後にまとめて
画像読取装置６１に装填する場合には、撮影順に注意して画像読取装置６１にＣＲカセッ
テ１Ｃを装填する必要がある。
【０１５３】
　なお、撮影に用いるＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲカセッテ１Ｃを変更した場合には、撮影
オーダ情報中の「カセッテＩＤ」Ｐ１０の項目が、変更したカセッテのカセッテＩＤに自
動的に書き換えられるようになっている。
【０１５４】
　また、前室Ｒｂのコンソール５８上でＦＰＤ方式からＣＲ方式への変更操作を行ったに
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もかかわらず、実際の撮影の際に、誤ってＦＰＤカセッテ１Ｆを使用してしまうと、上記
のようにコンソール５８でＣＲ方式の際に放射線源５２から照射する放射線の照射線量を
ＦＰＤ方式の撮影よりも照射線量を多くするように制御するように構成されているため、
線量過多になってしまう。
【０１５５】
　しかし、このような場合、アナログフィルムでは、通常、救済は不可能であるが、ＦＰ
Ｄカセッテ１Ｆの場合には画像処理で救済可能な場合も想定される。従って、このような
場合には、ＦＰＤカセッテ１Ｆから送信された画像データＤをコンソール５８上で撮影オ
ーダ情報とは対応付けずに一時的に保存しておき、階調処理条件等を修正し、診断提供可
能と判断された場合には、当該画像処理済みの画像データＤを撮影オーダ情報と対応付け
ることが可能であることが好ましい。画像処理しても診断用として使用できない場合には
、再撮影モードとされる。
【０１５６】
　そして、上記のように使用するブッキー装置５１を変更したり、ブッキー装置５１を使
用しないように或いはブッキー装置５１を使用するように変更したり、使用するＦＰＤカ
セッテ１Ｆを変更したり、ＦＰＤカセッテ１ＦをＣＲカセッテ１Ｃに変更したりすると、
変更したアイコンＩ１～Ｉ４中の表示が変更した内容に切り替わる。
【０１５７】
　なお、上記のように変更する場合、例えば、撮影者が、変更後のブッキー装置５１やＦ
ＰＤカセッテ１Ｆ、或いはＣＲカセッテ１Ｃを用いずに撮影を行おうとした場合に、音声
等で警告を発するように構成することも可能であり、適切な装置を用い、或いは適切な条
件で撮影が行われるようにするための措置が適宜とられる。
【０１５８】
　また、図１５で各アイコンＩ１～Ｉ４の下に表示されている、処理の進行度を表すゲー
ジＧについては、後で説明する。
【０１５９】
［アイコンのフォーカス遷移等の例］
　次に、上記のような構成の下での、コンソール５８の表示部５８ａにおける各アイコン
Ｉ１～Ｉ４の表示のさせ方等の例について説明する。
【０１６０】
　コンソール５８は、上記のように表示部５８ａ上に表示した各撮影オーダ情報に対応す
る各アイコンＩ１～Ｉ４の中から、自動的に１つのアイコンＩを選択して、選択したアイ
コンＩを他のアイコンＩとは異なる態様で表示するようになっている。なお、以下では、
あるアイコンＩを他のアイコンＩと異なる態様で表示することを、当該アイコンＩをフォ
ーカスすると略して表現する。また、フォーカスされたアイコンＩを図示する場合には、
当該アイコンＩに斜線を付して示す。
【０１６１】
　アイコンＩのフォーカスの仕方としては、例えば、基本的にはアイコンＩを青や黒等の
画面Ｈ２の地の色に近い色で着色して表示し、あるアイコンＩをフォーカスして表示する
場合、そのアイコンＩだけを赤色や黄色等に着色して表示するように構成することができ
る。また、その他、フォーカスするアイコンＩを他のアイコンＩとは異なる形状で表示し
たり、フォーカスするアイコンＩを点滅させたり、或いは、フォーカスするアイコンＩの
画面Ｈ２上での表示位置を変えたり、ズームアップする等して表示するように構成するこ
とも可能である。
【０１６２】
　そして、コンソール５８がアイコンＩを自動的に選択する場合、この例では、以下の基
準に従ってアイコンＩを選択してフォーカスするようになっている。なお、以下では、下
記の基準に従ってアイコンＩを選択してフォーカスする場合を前提として説明するが、例
えば、画面Ｈ２上に表示された各アイコンＩ１～Ｉ４を表示順、すなわち先頭のアイコン
Ｉ１から順にアイコンＩ１、Ｉ２、Ｉ３、Ｉ４の順にフォーカス遷移させるように構成す
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ることも可能であり、フォーカス遷移の手法は以下の例に限定されない。
【０１６３】
［基準１］
　各ＦＰＤカセッテ１Ｆのモードやブッキー装置５１に対する装填状態、各放射線源５２
の起動および配置状態、放射線源５２Ａ（図１参照）の位置や向き等の、それぞれの現在
の状態を変えないで撮影を行うことができ、或いは、変更の程度が最も少ない状態で撮影
を行うことができる撮影条件が指定された撮影オーダ情報に対応するアイコンＩを選択し
てフォーカスする。
【０１６４】
　そのため、コンソール５８がフォーカスしたアイコンＩに対応する撮影オーダ情報に基
づいて撮影者が撮影を行えば、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填したり、ブ
ッキー装置５１に装填されたＦＰＤカセッテ１Ｆを他のブッキー装置５１に装填し直した
りする動作を行うことなく、或いは、最小限の動作を行うだけで撮影を行うことが可能と
なり、撮影を速やかに行うことが可能となるといった効果がある。
【０１６５】
　この基準１の詳細は、放射線画像撮影システム５０の構成や各装置の性能等によって適
宜設定される。ＦＰＤカセッテ１Ｆや放射線画像撮影システム５０が上記のように構成さ
れている場合、例えば、以下の［１－１］、［１－２］に示す詳細な基準に従って、該当
するアイコンＩが自動選択される。
【０１６６】
［１－１］ＦＰＤカセッテ１Ｆがブッキー装置５１に装填されている場合には、当該ブッ
キー装置５１にＦＰＤカセッテ１Ｆを装填した状態で撮影を行うことを指定する撮影オー
ダ情報に対応するアイコンＩを選択し、フォーカスして表示する。
［１－２］ＦＰＤカセッテ１Ｆがブッキー装置５１に装填されていない場合には、ＦＰＤ
カセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填しない単独の状態で撮影を行うことを指定する撮
影オーダ情報に対応するアイコンＩを選択し、フォーカスして表示する。
【０１６７】
　上記の基準［１－１］に従えば、例えば、ＦＰＤカセッテ１Ｆが立位撮影用のブッキー
装置５１Ａに装填されている場合に、放射線源５２Ａが立位撮影用のブッキー装置５１Ａ
の方向を向いている場合は勿論、立位撮影用のブッキー装置５１Ａの方向を向いていない
場合であっても、通常、ＦＰＤカセッテ１Ｆを立位撮影用のブッキー装置５１Ａから抜き
出して臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに装填し直すよりも、放射線源５２Ａの照射方向
を変更する方が、変更の程度が少なく、撮影者の負荷を低減可能である。また、コンソー
ル５８上で撮影開始を入力し、実際に撮影室内に移動するまでの間に放射線源の準備が完
了するため、早期に撮影を終えることが可能になる。
【０１６８】
　また、上記の基準［１－２］に従えば、ＦＰＤカセッテ１Ｆがブッキー装置５１に装填
されていないのであれば、ＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填するよりも、ブ
ッキー装置５１に装填しない単独の状態で撮影を行う方が、ブッキー装置５１へのＦＰＤ
カセッテ１Ｆの着脱動作が少なくなる分だけ撮影者の作業量を少なくすることが可能とな
る。
【０１６９】
　また、上記の基準［１－２］の場合であっても、撮影者がＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキ
ー装置５１に装填して行う撮影を先に行うと判断した場合には、撮影者は、下記の基準３
に従って、コンソール５８が選択したアイコンＩとは別のアイコンＩを選択してフォーカ
スすることができる。
【０１７０】
［基準２］
　撮影室Ｒａ内にＦＰＤカセッテ１Ｆが持ち込まれていない場合や、上記の基準に従って
もいずれのアイコンＩをフォーカスするかの判断ができないような場合等（以下、このよ
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うな状態を略してデフォルトの状態という。）には、コンソール５８は、表示部５８ａ上
に例えば登録順等の所定の順番で並べて表示されたアイコンＩ１～Ｉ４のうち、まだ撮影
が行われていないアイコンＩの中で順番が最も先のアイコンＩ（図１５の場合は、より左
側に表示されているアイコンＩ１）を選択してフォーカスする。
【０１７１】
［基準３］
　コンソール５８が自動的にアイコンＩを選択してフォーカスする理由は、上記の効果が
あるため、そのアイコンＩを選択することを推薦するためであり、撮影者に、選択しフォ
ーカスしたアイコンＩに対応する撮影オーダ情報に基づく撮影を行うことを強制するもの
ではない。
【０１７２】
　従って、撮影者は、フォーカスされたアイコンＩに対応する撮影オーダ情報以外の撮影
オーダ情報に基づいて撮影を行いたい場合は、撮影を行う撮影オーダ情報に対応する別の
アイコンＩをクリックすることで、そのアイコンＩを選択することができる。
【０１７３】
　撮影者が、フォーカスされたアイコンＩとは別のアイコンＩをクリックして選択した場
合には、撮影者により選択されたアイコンＩがフォーカスされ、コンソール５８が自動的
に選択したアイコンＩのフォーカスが解除される。すなわち、コンソール５８が自動的に
選択したアイコンＩは、他のアイコンＩと同様に、フォーカスされていない元の態様の表
示に戻して表示される。
【０１７４】
　コンソール５８は、例えば図１５に示したように、画面Ｈ２に各アイコンＩ１～Ｉ４を
表示したうえで、例えば、放射線源５２Ａが起動していて立位撮影用のブッキー装置５１
Ａの方向を向いている場合には、上記の基準１に従って、アイコンＩ２またはアイコンＩ
３を選択する。そして、アイコンＩ２、Ｉ３のみについて見た場合、上記のデフォルトの
場合の基準２が適用されるため、アイコンＩ２を選択する。そのため、コンソール５８の
表示部５８ａの画面Ｈ２には、図１７に示すように、アイコンＩ２が選択されフォーカス
されて表示される。
【０１７５】
　そして、コンソール５８は、選択したアイコンＩ（図１７の場合はアイコンＩ２）をフ
ォーカスして表示すると、そのアイコンＩに対応する撮影オーダ情報に基づいて、即座に
その撮影に用いられる各装置を所定の状態に起動するようになっている。すなわち、図１
７に示した場合には、放射線源５２Ａが起動していなければ起動し、立位撮影用のブッキ
ー装置５１Ａに放射線を照射できる状態になっていなければ、放射線源５２Ａを所定の位
置に移動させて照射方向を変える。
【０１７６】
　また、コンソール５８は、選択したアイコンＩで指定されている方式がＦＰＤ方式であ
れば放射線発生装置５７にＦＰＤ方式である旨を送信し、選択したアイコンＩで指定され
ている方式がＣＲ方式であれば放射線発生装置５７にＣＲ方式である旨を送信する。この
ようにして、放射線発生装置５７の放射線源５２から照射する放射線の照射線量をＦＰＤ
方式やＣＲ方式のそれぞれに対応するように切り替えさせるようになっている。
【０１７７】
　また、ＦＰＤカセッテ１Ｆがスリープモードであれば、ＦＰＤカセッテ１Ｆに覚醒信号
（wake up信号等ともいう。）を送信して撮影可能モードに遷移させる等の処理を行うよ
うになっている。
【０１７８】
　このように各装置を起動させると、上記のように、撮影者が、ブッキー装置５１に装填
されていないＦＰＤカセッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填したり、ブッキー装置５１に
装填されたＦＰＤカセッテ１Ｆを他のブッキー装置５１に装填し直したりする動作を行う
ことなく、或いは、最小限の動作を行うだけで撮影を行うことが可能となるため、撮影者
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が撮影室Ｒａ内に移動後に撮影を速やかに行うことが可能となる。
【０１７９】
　一方、放射線技師等の撮影者が、コンソール５８の表示部５８ａの画面Ｈ２上では上記
の操作を行わずに、例えば、新たなＦＰＤカセッテ１Ｆを撮影室Ｒａに持ち込んでクレー
ドル５５に装填してコンソール５８に新たなＦＰＤカセッテ１Ｆが持ち込まれたことを通
知し、当該ＦＰＤカセッテ１Ｆの選択スイッチ３８を押下したり、当該新たなＦＰＤカセ
ッテ１Ｆをブッキー装置５１に装填したり、或いは、ＣＲカセッテ１Ｃを持ち込んでブッ
キー装置５１に装填するような場合がある。
【０１８０】
　このような場合、それぞれカセッテＩＤやバーコード情報等がコンソール５８に送信さ
れてくるため、コンソール５８は上記の操作が行われたことを認識することができる。そ
して、そのような操作が行われた場合には、新たに持ち込んだＦＰＤカセッテ１ＦやＣＲ
カセッテ１Ｃを用いて撮影を行うことが撮影者の意思であると判断することができる。
【０１８１】
　そこで、このような場合には、コンソール５８は、カセッテＩＤやバーコード情報等が
送信されてきた時点で、それを記憶手段５９に保存して登録するとともに、表示部５８ａ
の画面Ｈ２上でフォーカスするアイコンＩやアイコンＩの表示を、新たに送信されてきた
カセッテＩＤやバーコード情報等の情報に応じ、また、上記の各基準に基づいて切り替え
るようになっている。
【０１８２】
　放射線源５２やＦＰＤカセッテ１Ｆ等が、フォーカスされたアイコンＩ（変更後のフォ
ーカスされたアイコンＩを含む。）に対応する撮影オーダ情報や、ＦＰＤカセッテ１Ｆか
らＣＲカセッテ１Ｃに切り替えられることにより変更された撮影条件に基づいて起動され
ている間、放射線技師等の撮影者は、例えば患者を撮影室Ｒａ（図１参照）内に誘導した
り、所定の位置で所定の姿勢をとらせたりする。
【０１８３】
　そして、撮影者は前室Ｒｂに移動し、撮影を行うことができる状況が整った時点で曝射
スイッチ５６を操作することにより、放射線源５２から放射線が照射されて放射線画像撮
影が行われる。
【０１８４】
　放射線画像撮影が行われると、前述したように、ＦＰＤカセッテ１Ｆの制御手段２２は
、各放射線検出素子７から画像データＤを読み出して記憶手段２３に保存する。また、制
御手段２２は、各放射線検出素子７から読み出した各画像データＤに基づいて、各画像デ
ータＤを所定の割合で間引いて自動的にプレビュー用の間引きデータＤｔを作成して、ア
ンテナ装置４１やブッキー装置５１を介して、カセッテＩＤを付した間引きデータＤｔを
コンソール５８に送信する。
【０１８５】
　また、制御手段２２は、間引きデータＤｔをコンソール５８に送信した後、当該間引き
データＤｔの作成の基となった画像データＤにカセッテＩＤを付与して、コンソール５８
に自動的に送信する。なお、間引きデータＤｔを作成せずに、画像データＤを送信しても
よいことや、コンソール５８等からの送信指示があった時点で画像データＤを送信するよ
うに構成することも可能であることは前述した通りである。
【０１８６】
　さらに、制御手段２２は、所定のタイミングで行ったダーク読取処理で読み出したダー
ク読取値に基づいてオフセット補正値を算出し、算出したオフセット補正値にカセッテＩ
Ｄを付与して、コンソール５８に自動的に送信する。
【０１８７】
　一方、ＣＲカセッテ１Ｃを用いて放射線画像撮影が行われた場合には、撮影後、ＣＲカ
セッテは撮影者等により撮影室Ｒａ外の画像読取装置６１に運ばれて画像データＤの読み
取り処理等が行われる。そして、画像読取装置６１からコンソール５８に、画像データＤ
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がＣＲカセッテ１Ｃのバーコード情報とともに送信される。
【０１８８】
　なお、その際、撮影者等は、一連の撮影が終了したり、適当なタイミングで、１枚のＣ
Ｒカセッテ１Ｃ、または複数枚の各ＣＲカセッテ１Ｃをまとめて、画像読取装置６１の所
に持参して、画像データＤの読み取り処理を行わせる場合があることは前述した通りであ
る。
【０１８９】
　コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆから間引きデータＤｔ等が送信されてきた段階
で、或いは、画像読取装置６１からＣＲカセッテ１Ｃで撮影された画像データＤが送信さ
れてきた段階で、送信されてきた間引きデータＤｔや画像データＤに基づいてプレビュー
画像を作成するようになっている。
【０１９０】
　そして、コンソール５８は、図１８に示すように、表示部５８ａの画面Ｈ２上の、フォ
ーカスして表示したアイコンＩ２が表示されていた位置に、当該アイコンＩ２に代えて、
作成したプレビュー画像ｐ_preを表示するようになっている。放射線技師等の撮影者がこ
のプレビュー画像ｐ_preを見て、撮影時の患者ポジショニングの良否等を確認して、必要
に応じて再撮影の準備にとりかかることが可能となる。
【０１９１】
　また、コンソール５８は、プレビュー画像ｐ_preを表示するとともに、プレビュー画像
ｐ_pre（元のアイコンＩ２）の下に表示されている、画像データＤ（すなわちrawデータ
）に対する諧調処理等の診断提供画像としての一連の画像処理の進行度を表すゲージＧの
１段目（図１８では最も左側のゲージ）を着色して表示する。
【０１９２】
　そして、コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆから送信されてくる画像データＤやオ
フセット補正値に基づいて、画像データＤに対するオフセット補正やゲイン補正、対数変
換補正、部位や撮影条件に応じた諧調処理等の種々の画像処理を行って、最終的な画像処
理済診断用の放射線画像ｐを生成する。
【０１９３】
　その際、図示を省略するが、画像データＤに対する画像処理の進行度に従って、画像処
理の途中の画像を、画面Ｈ２上のプレビュー画像ｐ_preが表示されていた位置に適宜表示
するとともに、処理の進行度を表すゲージＧの２段目まで着色して表示して、画像処理中
であることを示す。
【０１９４】
　そして、ゲージＧの３段目（図１８では最も右側のゲージ）が着色された時点で、図１
９に示すように、プレビュー画像ｐ_preは診断用の放射線画像ｐで上書き表示され、放射
線画像ｐの下方に「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」ボタンが表示されるようになっている。なお
、ゲージＧを表示しないように構成することも可能である。
【０１９５】
　そして、放射線画像ｐ２が正常になったと撮影者が判断して「ＯＫ」ボタンをクリック
すると、放射線画像ｐが確定される。また、放射線画像ｐが正常でないと判断した場合に
は、「ＮＧ」ボタンがクリックされるようになっている。なお、表示されている画像が、
プレビュー画像ｐ_preではなく放射線画像ｐであることを放射線技師等の撮影者が視認可
能に告知し、当該告知後の一定期間内に「ＮＧ」ボタンが操作されない場合は、「ＯＫ」
ボタンが操作されたものと見なして、診断用の放射線画像ｐとして確定するように構成す
ることも可能である。
【０１９６】
　「ＮＧ」ボタンがクリックされ、或いはクリックされたと見なされた場合に、放射線画
像ｐに対して、画像の濃度やコントラストの調整、周波数強調、解像度やサイズの変更等
を行うことができるように構成することが可能である。
【０１９７】
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　そして、このような修正を行った後の放射線画像ｐを元の放射線画像ｐに上書き表示し
て、「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」ボタンを再度表示し、撮影者により「ＯＫ」ボタンがクリ
ックされた場合には、修正後の放射線画像ｐを確定するように構成することが可能である
。また、修正しても正常にならず「ＮＧ」ボタンがクリックされた場合には、修正後の放
射線画像ｐも元の放射線画像ｐも破棄し、さらに、それらの基になった画像データＤも破
棄して、再撮影を行う等の必要な措置がとられるように構成することが可能である。
【０１９８】
　一方、図１８に示したように、画面Ｈ２に放射線画像ｐを表示する前段階の、画面Ｈ２
上にプレビュー画像ｐ_preを表示した段階でも、その下側に「ＯＫ」と「ＮＧ」のボタン
が表示されるようになっている。そして、撮影者は、撮影ポジションが正常で再撮影が不
要の場合には「ＯＫ」ボタンを、撮影が不正常で再撮影が必要である場合には「ＮＧ」ボ
タンをクリックするようになっており、このようにして撮影者の承認を得るようになって
いる。
【０１９９】
　撮影者が、プレビュー画像ｐ_preを見て再撮影は不要であると判断して「ＯＫ」ボタン
をクリックすると、コンソール５８は、別のアイコンＩをフォーカスして表示するが、こ
の処理については後で説明する。なお、例えば、プレビュー画像ｐ_preを表示した後、一
定時間内に「ＮＧ」ボタンが操作されない場合に、撮影者がプレビュー画像ｐ_preを承認
して「ＯＫ」ボタンを操作したものと見なすように構成して、「ＯＫ」ボタンの操作を不
要とするように構成することも可能である。
【０２００】
　また、撮影者が、プレビュー画像ｐ_preや放射線画像ｐを見て再撮影が必要であると判
断して「ＮＧ」ボタンをクリックすると、コンソール５８は、プレビュー画像ｐ_preや放
射線画像ｐの表示を元のアイコンＩ２の表示に戻すとともに、「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」
ボタンの表示も画面Ｈ２から消し、或いは「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」ボタンをクリックで
きないようにする。また、ゲージＧの表示も元に戻す。
【０２０１】
　そして、送信されてきた間引きデータＤｔや画像データＤを破棄するとともに、ＦＰＤ
カセッテ１Ｆに当該放射線画像撮影で得られて記憶手段２３に保存されている画像データ
Ｄ等を破棄するように指令する。当該放射線画像撮影で得られた画像データＤ等は不要で
あるからである。
【０２０２】
　なお、コンソール５８は、撮影者が「ＯＫ」ボタンをクリックした場合には、プレビュ
ー画像ｐ_preや放射線画像ｐの表示を元のアイコンＩ２の表示には戻さずにプレビュー画
像ｐ_preや放射線画像ｐを表示した状態のままとし、「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」ボタンの
表示も画面Ｈ２から消し、或いは「ＯＫ」ボタンや「ＮＧ」ボタンをクリックできないよ
うにする
【０２０３】
　そして、コンソール５８は、撮影者が、例えば、アイコンＩを選択する場合と同じよう
にプレビュー画像ｐ_preや放射線画像ｐ上にカーソルを移動させてクリックしても、再度
アイコンＩ２を選択することができないようにする。
【０２０４】
　これは、既に正常に行われた撮影（すなわち再撮影が不要と判断された撮影）を再度選
択する必要がないためであり、既に正常に行われた撮影を再度選択することで既に得られ
ている画像データＤ等が破棄される等の不都合が生じないようにするためである。なお、
何らかの事情で、当該撮影オーダ情報に基づく放射線画像撮影を再度行う必要が生じ、既
に得られている画像データＤ等を破棄する必要が生じた場合に備えて、特殊な操作を行う
ことで当該撮影オーダ情報に対して既に得られた画像データＤ等を破棄することができる
ように構成することも可能であり、その場合は、適宜の操作方法が設定される。
【０２０５】
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　一方、コンソール５８は、図１８に示したプレビュー画像ｐ_preの下側の「ＯＫ」がク
リックされると、或いは、プレビュー画像ｐ_preを表示した後一定時間内に「ＮＧ」ボタ
ンが操作されず「ＯＫ」ボタンが操作されたものと見なすと、図２０に示すように、続い
て、再び上記の各基準に従って、次のアイコンＩを選択してフォーカスするようになって
いる。
【０２０６】
　具体的には、コンソール５８は、図１８に示した場合、ＦＰＤカセッテ１Ｆが立位撮影
用のブッキー装置５１Ａに装填されているため、上記の基準１に照らして、図２０に示す
ように、ＦＰＤカセッテ１Ｆのブッキー装置５１に対する装填状態を変える必要がなく、
各放射線源５２Ａの起動状態や位置、向き等を現在の状態から変えないで撮影を行うこと
ができる撮影オーダ情報に対応するアイコンＩ３を選択してフォーカスする。
【０２０７】
　このように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム５０では、デフォルトのアイコ
ンＩ１ではなく、各ＦＰＤカセッテ１Ｆのモードやブッキー装置５１に対する装填状態、
各放射線源５２の起動状態、放射線源５２Ａの位置や向き等の、それぞれの現在の状態を
変えないで撮影を行うことができる撮影条件が指定された撮影オーダ情報に対応するアイ
コンＩ２が自動的に選択されてフォーカスされる。
【０２０８】
　この場合、アイコンＩ２に対応する撮影オーダ情報に基づく撮影が行われたばかりであ
り、ＦＰＤカセッテ１Ｆは撮影可能モードであるため、コンソール５８からＦＰＤカセッ
テ１Ｆに覚醒信号を送信する必要はない。また、放射線源５２Ａは起動しており、立位撮
影用のブッキー装置５１Ａに放射線を照射できる状態になっているが、照射する放射線の
線量が変わる場合には、その線量を照射するように管電圧等が変更される。
【０２０９】
　そして、放射線画像撮影が行われると、ＦＰＤカセッテ１Ｆから間引きデータＤｔ等が
コンソール５８に送信され、コンソール５８は、上記と同様にして、送信されてきた間引
きデータＤｔ等に基づいてプレビュー画像ｐ_preを作成し、画面Ｈ２上に表示する。そし
て、コンソール５８は、プレビュー画像ｐ_preを元のアイコンＩ３の位置に表示して、「
ＯＫ」ボタンがクリックされると、或いは、「ＯＫ」ボタンが操作されたものと見なすと
、以後、上記と同様に、上記の各基準に従ってアイコンＩを次々と選択してフォーカスし
ていく。
【０２１０】
　また、画面Ｈ２に表示した放射線画像ｐ、或いは撮影者により修正された放射線画像ｐ
が正常であると撮影者に判断されて「ＯＫ」ボタンがクリックされると、或いは、「ＯＫ
」ボタンが操作されたと見なすと、コンソール５８は、放射線画像ｐを確定させていくよ
うになっている。
【０２１１】
［本発明に係る各実施の形態の説明］
　次に、上記のような構成の下での本発明に係る各実施形態における処理の仕方について
それぞれ説明する。また、各実施形態に係る放射線画像撮影システム５０の作用について
もあわせて説明する。
【０２１２】
　なお、コンソール５８の表示部５８ａの画面Ｈ２上でのアイコンＩのフォーカス遷移が
、上記の例に限定されず、例えば、先頭のアイコンＩ１から順にアイコンＩ１、Ｉ２、Ｉ
３、Ｉ４の順にフォーカス遷移させるように構成することも可能であることは前述した通
りである。
【０２１３】
　また、その場合も、放射線技師等の撮影者が、コンソール５８が設定したアイコンＩの
フォーカス遷移に反して別のアイコンＩをクリックする等してアイコンＩを選択すること
で、次の撮影に対応するアイコンＩや撮影オーダ情報を自由に変更することができるよう
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に構成される。すなわち、以下の各実施形態では、撮影者が、コンソール５８上で、撮影
が実施される撮影オーダ情報の順番を任意に選択したり変更したりして設定することがで
きるように構成されている。
【０２１４】
［第１の実施の形態］
　上記のようなＣＲカセッテ１ＣとＦＰＤカセッテ１Ｆ（さらには専用機型の放射線画像
撮影装置）が混在する状況で、しかも、ＦＰＤカセッテ１Ｃからは、画像データＤの読み
出し処理後、速やかに画像データＤが送信されてくるが、ＣＲカセッテ１Ｃを用いて撮影
された画像データＤは、放射線技師等の撮影者がＣＲカセッテ１Ｃを一旦撮影室Ｒａ外の
画像読取装置６１に持参して、画像読取装置６１で読み取られた後でなければ送信されて
こない状況では、ＦＰＤカセッテ１ＦとＣＲカセッテ１Ｃとで、画像データＤがコンソー
ル５８に送信されてくるタイミングが異なる。
【０２１５】
　また、コンソール５８の画面Ｈ２上で、撮影者により、フォーカスしたアイコンＩとは
別のアイコンＩが選択されると、コンソール５８が、撮影の順番を取り違えてしまい、順
番が混乱してしまう可能性がある。また、例えばプレビュー画像ｐ_preを見た撮影者が再
撮影が必要であると判断して再撮影が行われる場合にも、このような事態が生じる可能性
がある。
【０２１６】
　そして、このような事態が生じると、前述したように、コンソール５８が、各撮影オー
ダ情報に、それぞれ対応する確定された放射線画像ｐ（図１９等参照）を対応付ける際に
、当該撮影オーダ情報とは別の撮影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像デ
ータＤに基づく放射線画像ｐを誤って対応付けてしまう事態が生じかねない。
【０２１７】
　そこで、本実施形態では、前述したように、撮影ごとに放射線発生装置５７から撮影実
施結果がコンソール５８に送信されてくることを利用して、コンソール５８は、選択され
た撮影オーダ情報に基づく全ての撮影が終了し、画像データＤに基づいて生成した放射線
画像ｐが全て確定した時点で、撮影オーダ情報の数と、撮影実施結果の数と、確定された
放射線画像ｐの数とが一致するか否かを判定するようになっている。
【０２１８】
　すなわち、本実施形態では、撮影オーダ情報に放射線画像ｐを対応付けるだけでなく、
放射線発生装置５７から送信されてくる撮影実施結果をも対応付けてダブルチェックし、
撮影が正常に実施された場合には、それらの数が全て同じ数になるはずであることに着目
して、撮影が正常に行われたか否かを判断するようになっている。
【０２１９】
　具体的には、上記のように撮影者により、自動フォーカスしたアイコンＩとは別のアイ
コンＩが選択される場合もあるため、コンソール５８は、フォーカスしたアイコンＩの順
番ではなく、自動フォーカスしたり選択されたりして実際に撮影が実施された撮影オーダ
情報の順番を記憶手段５９（図１参照）に記憶させるようになっている。
【０２２０】
　その際、再撮影が行われた場合には、コンソール５８は、一旦記憶手段５９に記憶され
た、再撮影の原因となった元の撮影に対応する撮影オーダ情報を、記憶手段５９に記憶さ
れた上記の順番中から除去し、当該撮影オーダ情報に基づく撮影がその後実際に行われた
順番を記憶手段５９に記憶させる。
【０２２１】
　このようにして、記憶手段５９には、図２１にイメージ的に示すように、各撮影オーダ
情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、…が、実際に撮影が実施された順番に記憶される。
【０２２２】
　また、コンソール５８は、放射線を照射するごとに放射線発生装置５７から送信されて
くる撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、…を、受信した順番に記憶手段５９に記憶させるようにな
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っている。
【０２２３】
　その際、再撮影が行われた場合には、コンソール５８は、上記の撮影オーダ情報の場合
と同様に、一旦記憶手段５９に記憶された、再撮影の原因となった元の撮影に対応する撮
影実施結果を、記憶手段５９に記憶された上記の順番中から除去し、再撮影が行われて放
射線を照射した放射線発生装置５７から送信されてきた撮影実施結果を、その順番で記憶
手段５９に記憶させる。
【０２２４】
　このようにして、記憶手段５９には、図２１にイメージ的に示すように、各撮影実施結
果ａ、ｂ、ｃ、…が、実際に放射線を照射した順番に記憶される。
【０２２５】
　さらに、コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆから各撮影ごとに送信されてきた画像
データＤに基づいて生成した各放射線画像ｐα、ｐβ、ｐγ、…が確定されると（図１９
参照）、図２１にイメージ的に示すように、放射線画像ｐα、ｐβ、ｐγ、…が確定され
るごとに、それらの各データを記憶手段５９に記憶させるようになっている。
【０２２６】
　また、コンソール５８は、画像読取装置６１でＣＲカセッテ１Ｃの輝尽性蛍光体プレー
トから読み取られた画像データＤが画像読取装置６１から送信されてくるごとに、各画像
データＤに基づいて放射線画像ｐδ、…を生成し、それらが確定されると、放射線画像ｐ
δ、…の各データを記憶手段５９に記憶させるようになっている。
【０２２７】
　この場合、前述したように、画像データＤに基づいて生成された放射線画像ｐが正常で
なく、修正後の放射線画像ｐも正常でなければ、放射線画像ｐや画像データＤの情報は破
棄される。また、その前段階で、画像データＤに基づくプレビュー画像ｐ_preを撮影者が
見て再撮影が必要であると判断した場合には、画像データＤが破棄されるため、そもそも
放射線画像ｐは生成されない。
【０２２８】
　コンソール５８は、上記のようにして、選択された撮影オーダ情報（すなわち画面Ｈ２
の全てのアイコンＩ）に基づく全ての撮影が終了し、最後の放射線画像ｐが確定された時
点で、図２２に示すように、記憶手段５９上で、記憶させた撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、
Ｏｃ、Ｏｄ、…を実際に撮影が実施された順番に並べ、また、撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、
ｄ、…を放射線発生装置５７から受信した順番に並べて、対応する撮影オーダ情報と撮影
実施結果とを対応付ける。
【０２２９】
　そして、コンソール５８は、この時点で、撮影オーダ情報に対応付けられない撮影実施
結果が存在する場合（すなわち撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…の数より撮影
実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…の数の方が多い場合）、或いは、撮影実施結果が対応付けら
れない撮影オーダ情報が存在する場合（すなわち撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ
、…の数の方が撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…の数より多い場合）、すなわち撮影オー
ダ情報の数と撮影実施結果の数とが一致しない場合には、音声を発声したり、表示部５８
ａ上に警告を表示する等して、撮影者に警告を発するように構成されている。
【０２３０】
　また、コンソール５８は、各撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…が各撮影オーダ情報Ｏａ
、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…に１：１に対応付けられた場合、すなわち撮影オーダ情報の数と
撮影実施結果の数とが一致した場合には、続いて、記憶手段５９に記憶された各放射線画
像ｐα、ｐβ、ｐγ、ｐδ、…のデータに付帯されているＦＰＤカセッテ１Ｆのカセッテ
ＩＤやＣＲカセッテ１Ｃのバーコード情報中のカセッテＩＤを参照し、撮影オーダ情報中
に指定されているカセッテＩＤ（図１３等の「カセッテＩＤ」Ｐ１０参照）を参照して、
各放射線画像ｐα、ｐβ、ｐγ、ｐδ、…を各撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、
…にそれぞれ対応付けるようになっている。
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【０２３１】
　その際、ＣＲカセッテ１Ｃは重ね撮りができず、１回の撮影についてＣＲカセッテ１Ｃ
を１枚しか使えないため、一連の撮影を指示する各撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏ
ｄ、…の中には、通常、当該ＣＲカセッテ１Ｃを用いることが指定された撮影オーダ情報
は１つしかない。そのため、ＣＲカセッテ１Ｃを用いた撮影による放射線画像ｐは、当該
ＣＲカセッテ１Ｃを用いることが指定された撮影オーダ情報に容易に対応付けることがで
きる（例えば図２２中のＯｃ－ｐδの対応参照）。
【０２３２】
　一方、ＦＰＤカセッテ１Ｆの場合は、同じＦＰＤカセッテ１Ｆを用いて所定の回数分だ
け連続して撮影を行うことができるため、一連の撮影を指示する各撮影オーダ情報Ｏａ、
Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…の中には、当該ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いることが指定された撮影
オーダ情報が複数存在し得る。
【０２３３】
　しかし、ＦＰＤカセッテ１Ｆからは、放射線が照射されるごとに、ただちに画像データ
Ｄがコンソール５８に送信されて、放射線画像ｐが生成されて確定されるため、当該ＦＰ
Ｄカセッテ１Ｆを用いることが指定された各撮影オーダ情報については、撮影が実施され
た撮影オーダ情報の順番と、確定された放射線画像ｐの順番とが一致する。
【０２３４】
　そのため、ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮影による各放射線画像ｐは、当該ＦＰＤカセ
ッテ１Ｆを用いることが指定された各撮影オーダ情報に的確に対応付けることができる（
例えば図２２中のＯａ－ｐα、Ｏｂ－ｐβの各対応参照）。
【０２３５】
　そして、コンソール５８は、全ての放射線画像ｐを撮影オーダ情報に対応付けた時点で
、撮影オーダ情報に対応付けられない放射線画像ｐが存在する場合（すなわち撮影オーダ
情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…の数より放射線画像ｐα、ｐβ、ｐγ、ｐδ、…の数の
方が多い場合）、或いは、放射線画像ｐが対応付けられない撮影オーダ情報が存在する場
合（すなわち撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…の数の方が放射線画像ｐα、ｐ
β、ｐγ、ｐδ、…の数より多い場合）、すなわち撮影オーダ情報の数と放射線画像ｐの
数とが一致しない場合には、音声を発声したり、表示部５８ａ上に警告を表示する等して
、撮影者に警告を発するように構成されている。
【０２３６】
　このように構成すれば、各撮影が的確に行われれば、撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ
、Ｏｄ、…の数と、撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…の数と、確定された各放射線画像ｐ
α、ｐβ、ｐγ、ｐδ、…の数とが確実に一致するようになる。
【０２３７】
　そして、その場合には、図２２に示したように、コンソール５８は、記憶手段５９に記
憶させた撮影オーダ情報の順番と、撮影実施結果を受信した順番と、確定された各放射線
画像ｐとに基づいて、撮影実施結果と確定された放射線画像ｐとを、対応する撮影オーダ
情報にそれぞれ１：１に的確に対応付けることが可能となる。
【０２３８】
　一方、例えば、プレビュー画像ｐ_preや放射線画像ｐを見た撮影者が、再撮影が必要で
あると判断して、再撮影が行われたにもかかわらず、不要となった元の撮影の放射線画像
ｐのデータや、元の撮影の際に放射線発生装置５７から送信されてきた撮影実施結果が記
憶手段５９に残っていたりすると、実施された撮影オーダ情報の数と、受信した撮影実施
結果の数や確定された各放射線画像ｐの数が一致しなくなる（この場合は前者よりも後者
の方が多くなる）。
【０２３９】
　また、例えば、何らかの原因で必要な画像データＤがＦＰＤカセッテ１Ｆや画像読取装
置６１から送られて来なかったり、撮影を行ったにもかかわらず撮影実施結果が放射線発
生装置５７から送信されて来なかった場合、或いは、画像データＤや撮影実施結果は的確
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に送信されたがコンソール５８が的確に受信できなかった場合や撮影者のミスでそれらの
データを誤って削除してしまったような場合等には、実施された撮影オーダ情報の数と、
受信した撮影実施結果の数や確定された各放射線画像ｐの数が一致しなくなる（この場合
は前者よりも後者の方が少なくなる）。
【０２４０】
　このように、何らかの不具合が生じた場合には、撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏ
ｄ、…の数と、撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…の数と、確定された各放射線画像ｐα、
ｐβ、ｐγ、ｐδ、…の数のうちのいずれかの数が、他の数と一致しなくなる。逆の言い
方をすれば、撮影オーダ情報の数と、撮影実施結果の数と、確定された各放射線画像ｐの
数とが一致しない場合には、何らかの原因で不具合が発生したと考えることができる。
【０２４１】
　その場合に、上記のように、コンソール５８から警告を発するように構成することで、
放射線技師等の撮影者は、何らかの不具合が発生したことを認識して、実施された撮影オ
ーダ情報と、受信した撮影実施結果と、確定された各放射線画像ｐとの対応付けを確認す
ることが可能となる。
【０２４２】
　そして、撮影者が、必要に応じて、それらの対応付けを修正したり、ＦＰＤカセッテ１
Ｆや画像読取装置６１から画像データＤを再送させたり、画像データＤ等からの放射線画
像ｐの生成を再度行ったり、或いは、再撮影を行ったりして、適切な対応をとることが可
能となる。
【０２４３】
　なお、上記のようにして、コンソール５８で撮影実施結果や放射線画像ｐがそれぞれ対
応付けられた各撮影オーダ情報等のデータは、必要に応じて、ＰＡＣＳ等に適宜送信され
る。
【０２４４】
　以上のように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム５０によれば、ＦＰＤカセッ
テ１Ｆや、ＣＲカセッテ１Ｃから画像データＤを読み取った画像読取装置６１からそれぞ
れ送信されてきた画像データＤに基づいて生成した各放射線画像ｐが確定されると、記憶
手段５９に記憶した撮影オーダ情報の順番と、放射線発生装置５７から送信されてきた撮
影実施結果を受信した順番と、確定された各放射線画像ｐとに基づいて、撮影実施結果と
確定された放射線画像とを撮影オーダ情報にそれぞれ対応付け、撮影オーダ情報の数と、
撮影実施結果の数と、確定された放射線画像ｐの数とが一致するか否かを判定し、それら
が一致しない場合には、警告を発するように構成した。
【０２４５】
　そのため、各撮影が的確に行われて各放射線画像ｐが確定されれば、撮影オーダ情報の
数と、撮影実施結果の数と、確定された各放射線画像ｐの数とが確実に一致して、各撮影
が的確に行われたと認識することが可能となる。そして、撮影オーダ情報と撮影実施結果
とが、撮影が行われた順番に適切に対応付けられ、また、各撮影オーダ情報に各放射線画
像ｐが適切に対応付けられるため、撮影オーダ情報に、撮影実施結果と確定された放射線
画像ｐとを的確かつ自動的に対応付けることが可能となる。
【０２４６】
　また、撮影オーダ情報の数と、撮影実施結果の数と、確定された各放射線画像ｐの数と
が一致しない場合には、コンソール５８から警告は発せられる。そのため、放射線技師等
の撮影者は、何らかの原因で不具合が発生したと認識して、必要に応じて、それらの対応
付けを修正したり再撮影を行う等して適切な対応をとって、撮影オーダ情報に、撮影実施
結果と確定された放射線画像ｐとを的確かつ自動的に対応付けることが可能となる。
【０２４７】
　このように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム５０によれば、ＣＲカセッテ１
ＣとＦＰＤカセッテ１Ｆとが混在する状況においても、コンソール５８が、撮影オーダ情
報と、当該撮影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像データＤ、すなわち確
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定された放射線画像ｐと撮影実施結果とを、的確かつ確実に対応付けることが可能となる
。
【０２４８】
　そのため、撮影後にコンソール５８に画像データＤが送信されてくるタイミングがＣＲ
カセッテ１ＣとＦＰＤカセッテ１Ｆ（さらには専用機型の放射線画像撮影装置）とで異な
ったり、再撮影が行われたような状況下でも、撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定され
た放射線画像ｐとを的確に対応付けることが可能となり、撮影オーダ情報に、当該撮影オ
ーダ情報とは別の撮影オーダ情報に基づいて行われた撮影で得られた画像データＤに基づ
く放射線画像ｐ等を誤って対応付けてしまうことを確実に防止することが可能となる。
【０２４９】
［第２の実施の形態］
　上記の第１の実施形態では、全ての撮影が終了した後で、記憶手段５９に記憶した撮影
オーダ情報の順番と、放射線発生装置５７から送信されてきた撮影実施結果を受信した順
番と、確定された各放射線画像ｐとに基づいて、撮影実施結果と確定された放射線画像と
を撮影オーダ情報にそれぞれ対応付ける場合について説明した。
【０２５０】
　しかし、少なくともＦＰＤカセッテ１Ｆでは、前述したように、放射線が照射されるご
とに、ただちに画像データＤがコンソール５８に送信されて、放射線画像ｐが生成されて
確定されるため、当該ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いることが指定された各撮影オーダ情報に
ついては、すぐに撮影オーダ情報と、確定された放射線画像ｐとを対応付けることができ
る。
【０２５１】
　そこで、第２の実施形態では、コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮影が
実施された場合には、当該ＦＰＤカセッテ１Ｆから送信されてきた画像データＤに基づい
て生成した放射線画像ｐが、「ＯＫ」ボタンが操作される等して確定された時点で、当該
ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いて撮影が実施された撮影オーダ情報に、確定された放射線画像
ｐを対応付けるようになっている。
【０２５２】
　具体的には、本実施形態においても、コンソール５８は、図２３に示すように、各撮影
オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、…と、放射線発生装置５７から送信されてきた各撮影実施
結果ａ、ｂ、ｃ、…とを、撮影が実施された撮影オーダ情報の順番と、撮影実施結果を受
信した順番にそれぞれ記憶手段５９に記憶させていく。
【０２５３】
　そして、ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮影が実施された場合には、当該ＦＰＤカセッテ
１Ｆを用いて撮影が実施された撮影オーダ情報（例えば撮影オーダ情報Ｏａ）に、当該Ｆ
ＰＤカセッテ１Ｆから送信されてきた画像データＤに基づいて生成し、確定された放射線
画像ｐ（例えば放射線画像ｐα）を対応付けた時点で、次の撮影の実施を許容する。すな
わち、上記の例で言えば、コンソール５８は、画面Ｈ２上で、次の撮影に対応するアイコ
ンＩにフォーカスを遷移させる。
【０２５４】
　ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮影が実施された場合には、放射線が照射されるごとに、
ただちに画像データＤがコンソール５８に送信されて、放射線画像ｐが速やかに生成され
て表示部５８ａ上に表示されるため、それが確定されてから次の撮影が許容されるように
構成しても、撮影に遅延を招かないためである。
【０２５５】
　また、コンソール５８は、ＣＲカセッテ１Ｃを用いた撮影が実施された場合には、放射
線画像ｐが確定される前であっても、次の撮影の実施を許容する。すなわち、画像読取装
置６１で当該ＣＲカセッテ１Ｃから読み取られて送信されてきた画像データＤに基づいて
生成して確定された放射線画像ｐを、当該ＣＲカセッテを用いて撮影が実施された撮影オ
ーダ情報に対応付ける以前に、次の撮影の実施を許容し、上記の例で言えば、画面Ｈ２上
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で、次の撮影に対応するアイコンＩにフォーカスを遷移させる。
【０２５６】
　ＣＲカセッテ１Ｃの場合は、それを用いた撮影が実施された場合には、撮影後、撮影者
がＣＲカセッテ１Ｃを画像読取装置６１に持参して画像データＤを読み取らせるため、画
像読取装置６１からコンソール５８に画像データＤが送信されてくるまで時間がかかり、
それを待っていたのでは、撮影が遅延してしまうためである。
【０２５７】
　この場合、図２３に示すように、ＣＲカセッテ１Ｃを用いた撮影が実施された撮影オー
ダ情報（例えば撮影オーダ情報Ｏｃ）には、すぐには放射線画像ｐ（例えば図２２等の放
射線画像ｐδ）は対応付けられない。
【０２５８】
　そして、その間に、例えば、撮影オーダ情報Ｏｄに基づくＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた
撮影が実施されて、上記のＣＲカセッテ１Ｃの撮影よりも先に放射線画像ｐγを生成して
確定されると、コンソール５８は、図２４に示すように、確定された放射線画像ｐγを撮
影オーダ情報Ｏｄに対応付けて、次の撮影の実施を許容する。
【０２５９】
　そして、その後、画像読取装置６１から、当該ＣＲカセッテ１Ｃの識別情報（すなわち
バーコード情報に含まれる当該ＣＲカセッテ１ＣのカセッテＩＤ）とともに画像データＤ
が送信されてくると、コンソール５８は、当該画像データＤに基づいて放射線画像ｐδを
生成し、放射線画像ｐδが確定された時点で、確定された放射線画像ｐδを、当該ＣＲカ
セッテ１Ｃを用いて撮影が実施された撮影オーダ情報Ｏｃに対応付ける。
【０２６０】
　本実施形態では、このようにして、コンソール５８は、ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮
影が実施された場合には、当該ＦＰＤカセッテ１Ｆから送信されてきた画像データＤに基
づいて生成して確定された放射線画像ｐを、即座に当該ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いて撮影
が実施された撮影オーダ情報に対応付ける。
【０２６１】
　そして、コンソール５８は、ＣＲカセッテ１Ｃを用いた撮影が実施された場合には、当
該ＣＲカセッテ１Ｃから読み取られた画像データＤが画像読取装置６１から送信されてく
ると、その時点で、画像データＤに基づいて放射線画像ｐを生成し、放射線画像ｐが確定
されると、その時点で、確定された放射線画像ｐを、当該ＣＲカセッテ１Ｃを用いて撮影
が実施された撮影オーダ情報に対応付けるようになっている。
【０２６２】
　一方、コンソール５８は、全ての撮影が終了した後で、上記のようにして確定された放
射線画像ｐがそれぞれ対応付けられた各撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…の順
番と、放射線発生装置５７から送信されてきた撮影実施結果ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…を受信し
た順番とに基づいて、各放射線画像ｐが対応付けられた各撮影オーダ情報に対して、各撮
影実施結果をそれぞれ対応付けるようになっている。
【０２６３】
　このようにして、各放射線画像ｐが対応付けられた各撮影オーダ情報に各撮影実施結果
をそれぞれ対応付けると、各撮影が的確に行われた場合には、図２２に示した第１の実施
形態の場合と同様に、撮影オーダ情報Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…と、撮影実施結果ａ、
ｂ、ｃ、ｄ、…と、確定された放射線画像ｐα、ｐβ、ｐγ、ｐδ、…とがそれぞれ的確
に対応付けられる。
【０２６４】
　そして、コンソール５８は、各放射線画像ｐが対応付けられた各撮影オーダ情報の数と
各撮影実施結果の数とが一致しない場合には、第１の実施形態の場合と同様に警告を発す
るように構成されている。
【０２６５】
　以上のように構成することにより、第１の実施形態と同様の有益な効果を奏することが
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可能となるとともに、撮影オーダ情報と確定された放射線画像ｐとの対応付けをより的確
かつ確実に行うことが可能となる。
【０２６６】
　なお、熟練した放射線技師等の撮影者は、ＦＰＤカセッテ１Ｆから送信されてきた画像
データＤや間引きデータＤｔに基づいてコンソール５８の表示部５８ａ上に表示されたプ
レビュー画像ｐ_preを見た時点で、その後、画像データＤに基づいて生成される放射線画
像ｐが正常な画像になると判断できる場合がある。
【０２６７】
　このような場合には、上記の本実施形態のように、放射線画像ｐが確定されるまで待た
ず、プレビュー画像ｐ_preが表示されて撮影者により「ＯＫ」ボタンがクリックされてプ
レビュー画像ｐ_preが承認された時点で、次の撮影の実施を許容するように構成すること
も可能である。
【０２６８】
　このように構成すれば、ＦＰＤカセッテ１Ｆを用いた撮影が実施された場合には、生成
された放射線画像ｐが確定されるまで待たなくても、撮影者がプレビュー画像ｐ_preを見
て承認した時点で次の撮影の実施が許容されるため、次の撮影をより速やかに行うことが
でき、一連の撮影をより速やかに行うことが可能となり、一連の撮影に要する時間の短縮
を図ることが可能となる。
【０２６９】
　なお、この場合、放射線画像ｐが確定された時点で、確定された放射線画像ｐが、対応
する撮影オーダ情報に自動的に対応付けられる。
【０２７０】
［第３の実施の形態］
　上記の第２の実施形態では、少なくともＦＰＤカセッテ１Ｆを用いて実施される撮影オ
ーダ情報については、撮影ごとに、撮影オーダ情報と確定された放射線画像ｐとの対応付
けをより確実に行うことが目的とされた。
【０２７１】
　しかし、撮影に用いられるカセッテがＦＰＤカセッテ１ＦであるかＣＲカセッテ１Ｃで
あるかに関わらず、多少撮影にかかる時間は長くなっても、撮影ごとに、各撮影オーダ情
報と、放射線発生装置５７から送信されてくる各撮影実施結果と、確定された各放射線画
像ｐとをそれぞれ対応付けていくように構成するように構成すれば、最も確実にそれらの
対応付けを行うことが可能になる。
【０２７２】
　そこで、第３の実施形態では、コンソール５８がこのように構成されている場合につい
て説明する。
【０２７３】
　具体的には、コンソール５８は、図２５に示すように、撮影が実施されるごとに、実施
された撮影オーダ情報Ｏａに対して、放射線発生装置５７から受信した撮影実施結果ａを
対応付けるとともに、ＦＰＤカセッテ１Ｆから当該実施された撮影に基づく画像データＤ
が送信され、或いは、ＣＲカセッテ１Ｃから読み取った当該実施された撮影に基づく画像
データＤが画像読取装置６１から送信されてくると、その画像データＤに基づいて放射線
画像ｐ１を生成し、生成した放射線画像ｐ１が確定されると、確定された放射線画像ｐ１
を撮影オーダ情報Ｏａに対応付ける。
【０２７４】
　そして、撮影オーダ情報Ｏａと撮影実施結果ａと確定された放射線画像ｐ１とを対応付
けた時点で、次の撮影の実施を許容するように構成することが可能である。
【０２７５】
　上記の第２の実施形態では、ＣＲカセッテ１Ｃから読み取られた画像データＤに基づく
放射線画像ｐδの生成が、その後で撮影が実施されたＦＰＤカセッテ１Ｆからの画像デー
タＤに基づく放射線画像ｐγの生成よりも後になり（図２４参照）、撮影オーダ情報の順
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番（例えば図２４におけるＯｃ、Ｏｄの順番）と放射線画像ｐの生成の順番（例えば図２
４におけるｐγ、ｐδの順番）が逆になる場合があった。
【０２７６】
　しかし、本実施形態のように構成すると、撮影オーダ情報に基づく撮影を実施するごと
に、撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定された放射線画像ｐとが対応付けられる。その
ため、例えばＣＲカセッテ１Ｃを用いて撮影が行われた場合には、画像読取装置６１で当
該ＣＲカセッテ１Ｃから画像データＤが読み取られ、その画像データＤに基づいて生成さ
れた放射線画像ｐがコンソール５８上で確定されるまでは、次の撮影の実施が許容されな
い。
【０２７７】
　すなわち、上記の例で言えば、コンソール５８は、放射線画像ｐがコンソール５８上で
確定されるまでは、画面Ｈ２上で、アイコンＩを、次の撮影に対応するアイコンＩにフォ
ーカスを遷移させない。そのため、例えば図２６に示すように、ＣＲカセッテ１Ｃを用い
て実施される撮影オーダ情報Ｏｃに、当該ＣＲカセッテ１Ｃから読み取られた画像データ
Ｄに基づく放射線画像ｐ３が対応付けられるまでは、次の撮影オーダ情報Ｏｄに基づく撮
影の実施が許容されない。
【０２７８】
　このように、本実施形態では、撮影に用いられるカセッテがＦＰＤカセッテ１Ｆである
かＣＲカセッテ１Ｃであるかに関わらず、撮影ごとに、撮影オーダ情報と撮影実施結果と
確定された放射線画像ｐとがそれぞれ対応付けられながら、各撮影が実施される。そして
、撮影オーダ情報に確定された放射線画像ｐに対応付けられない限り、次の撮影を行うこ
とができない。そのため、撮影オーダ情報と撮影実施結果と確定された放射線画像ｐとを
確実に対応付けることが可能になる。
【０２７９】
　以上のように構成することにより、第１、第２の実施形態と同様の有益な効果を奏する
ことが可能となるとともに、撮影オーダ情報と確定された放射線画像ｐとの対応付けをよ
り的確かつ確実に行うことが可能となる。
【０２８０】
　なお、本実施形態においても、放射線画像ｐが確定された時点ではなく、放射線技師等
の撮影者によりプレビュー画像ｐ_preが承認された時点で、次の撮影の実施を許容するよ
うに構成することも可能である。
【０２８１】
　また、その他、本発明が上記の実施形態や変形例に限定されず、適宜変更可能であるこ
とはいうまでもない。
【符号の説明】
【０２８２】
１Ｃ　ＣＲカセッテ
１Ｆ　ＦＰＤカセッテ
７　放射線検出素子
５０　放射線画像撮影システム
５２　放射線源
５７　放射線発生装置
５８　コンソール
６１　画像読取装置
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、…　撮影実施結果
Ｄ　画像データ
Ｄｔ　間引きデータ
Ｏａ、Ｏｂ、Ｏｃ、Ｏｄ、…　撮影オーダ情報
ｐ　放射線画像
ｐ_pre　プレビュー画像
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